
「
鈴
木
藤
助
日
記
」
に
見
る
江
戸
近
郊
農
村
の
中
小
造
醤
油
家
経
営

　
　
― 

幕
末
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て 

―

【 

研
究
ノ
ー
ト 

】

寺

西

明

子

菊

地

悠

介

『
神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
─
人
文
科
学
─
』
第
五
十
二
号
　
抜
刷
（
二
〇
二
五
年
十
二
月
）
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は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
江
戸
近
郊
の
有
力
地
方
農
民
で
あ
る
武
蔵
国
橘
樹
郡
長
尾
村

（
現
川
崎
市
宮
前
区
・
多
摩
区
）
鈴
木
藤
助
家
（
以
下
、
藤
助
家
と
記
す
）
が
江
戸

期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
営
ん
だ
醤
油
醸
造
業
の
実
態
を
日
記
史
料
か
ら
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
藤
助
家
は
近
世
・
近
代
移
行
期
に
生
業
を
変
化
さ
せ
多
角
的

な
経
営
を
営
ん
だ
が
、
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
在
来
的
な
醤
油
醸
造
業
で
あ
っ
た
。

　

藤
助
家
が
居
住
す
る
武
蔵
国
橘
樹
郡
長
尾
村
は
多
摩
川
中
流
域
の
右
岸
河
岸
段
丘

に
位
置
し
、
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
そ
の
水
運
が
利
用
で
き
、
ま
た
府
中
街
道
や

大
山
街
道
な
ど
の
諸
街
道
も
利
用
で
き
る
交
通
の
利
便
性
が
高
い
場
所
に
存
在
す

る
。

　

同
じ
く
多
摩
川
中
流
域
に
位
置
す
る
溝
口
村
（
現
川
崎
市
高
津
区
）
上
田
安
左
衛

門
家
の
醤
油
醸
造
業
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
鈴
木
ゆ
り
子
氏
は
そ
の
特
徴
に
つ
い

て
、
多
摩
川
の
水
運
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
小
麦
・
大
豆
の
産
地

を
後
背
地
と
し
て
い
た
こ
と
、
大
規
模
醸
造
業
家
を
有
す
る
銚
子
、
野
田
（
現
千
葉

県
）
と
比
較
し
て
消
費
地
で
あ
る
江
戸
や
神
奈
川
に
近
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
特
徴
に
加
え
、
廉
価
で
あ
る
こ
と
も
相
ま
っ
て
江
戸
近
郊
農
村
の
醤
油
は

幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
江
戸
向
け
の
販
売
が
拡
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し

か
し
、
明
治
に
入
る
と
大
手
の
醤
油
に
お
さ
れ
、
そ
れ
以
上
の
発
展
を
み
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
と
し
て
い
る（

（
（

。
藤
助
家
も
江
戸
期
に
は
本
家
・
分
家
を
含
む
血
縁
・

縁
戚
的
共
同
体
、
ま
た
近
隣
地
域
の
同
業
種
組
織
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
醤
油
醸
造
業

を
行
っ
て
い
た
が
、
明
治
初
期
に
は
生
業
の
転
換
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
他

業
種
に
目
を
向
け
る
こ
と
と
な
る
。

　

醤
油
醸
造
業
は
江
戸
地
廻
り
経
済
圏
を
代
表
す
る
生
業
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る（

（
（

。
ま

た
、
近
代
に
お
い
て
も
近
世
か
ら
の
伝
統
を
維
持
し
存
続
す
る
在
地
産
業
と
し
て
も

寺　

西　

明　

子

菊　

地　

悠　

介

【 

研
究
ノ
ー
ト 

】

「
鈴
木
藤
助
日
記
」
に
見
る

江
戸
近
郊
農
村
の
中
小
造
醤
油
家
経
営

　
─
幕
末
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
─

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　

 

日
記　

江
戸
近
郊
農
村　

中
小
造
醤
油
家　

造
醤
油
家
仲
間

【
要
旨
】

　

江
戸
近
郊
農
村
の
有
力
農
民
が
江
戸
・
明
治
期
に
行
っ
た
多
角
的
な
生
業
内
容

の
一
端
を
武
蔵
国
橘
樹
郡
長
尾
村
の
鈴
木
藤
助
が
残
し
た
「
鈴
木
藤
助
日
記
」
か

ら
明
ら
か
に
す
る
。
本
稿
で
は
特
に
鈴
木
藤
助
家
が
江
戸
期
か
ら
明
治
初
期
に
か

け
て
営
ん
だ
醤
油
醸
造
業
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
経
営
の
変
遷
を
「
鈴
木
藤
助
日

記
」
か
ら
整
理
し
た
。
ま
た
、
関
東
の
中
小
造
醤
油
家
が
組
織
し
た
「
山
之
手
造

醤
油
家
仲
間
」
の
性
格
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
、
関
東
の
中
小
醤
油
醸
造
業
研

究
の
一
事
例
と
し
て
鈴
木
藤
助
家
の
造
醤
油
経
営
を
位
置
づ
け
た
。
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注
目
さ
れ
て
き
た
。
関
東
醤
油
醸
造
業
に
関
す
る
研
究
は
銚
子
・
ヤ
マ
サ
醤
油
の
醸

造
史
を
嚆
矢
と
し
て
、
各
産
地
で
も
事
例
研
究
が
多
く
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
社

会
経
済
史
を
代
表
す
る
研
究
へ
と
発
展
し
て
き
た（

（
（

。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
大

規
模
醸
造
家
を
対
象
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　

江
戸
近
郊
の
中
小
造
醤
油
家
に
つ
い
て
は
、
溝
口
村
上
田
安
左
衛
門
家（

（
（

（
稲
毛

屋
）、
江
古
田
村
山
崎
喜
兵
衛
家（

（
（

（
山
崎
屋
）
に
つ
い
て
経
営
の
実
態
解
明
が
試
み

ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
な
る
具
体
的
事
例
の
集
積
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
小
造
醤

油
家
が
江
戸
で
の
醤
油
販
売
に
つ
い
て
江
戸
十
組
醤
油
酢
問
屋
（
以
下
、
江
戸
醤
油

問
屋
仲
間
と
略
す
）
と
折
衝
を
行
う
た
め
に
組
織
さ
れ
た
仲
間
に
つ
い
て
は
近
年
新

た
な
研
究
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る（

（
（

。
こ
れ
ら
の
研
究
史
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
、

江
戸
近
郊
中
小
醤
油
醸
造
業
の
一
事
例
と
し
て
藤
助
家
醤
油
醸
造
業
の
経
営
の
一
端

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
日
記
史
料
を
分
析
す
る
。

　

日
記
史
料
か
ら
は
、
家
・
村
・
地
域
の
多
面
的
な
要
素
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が

で
き
、
経
営
史
料
で
は
看
取
で
き
な
い
藤
助
家
の
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

藤
助
家
に
は
経
営
史
料
が
残
存
し
な
い
た
め
、
醤
油
醸
造
業
の
連
続
的
な
経
営
状
況

を
含
め
た
全
貌
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
と
は
い
え
、
日
記
史
料
を
用
い
て
藤
助
家
の

多
角
経
営
を
生
業
毎
に
整
理
し
、
そ
の
変
容
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
は
経
営
史
料
が

な
い
藤
助
家
の
生
業
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
は
重
要
な
作
業
で
あ
る
と
い
え
る
。
日

記
史
料
か
ら
藤
助
家
の
醤
油
醸
造
業
の
整
理
を
試
み
る
本
稿
は
そ
の
出
発
点
で
あ

る
。

　

な
お
、
本
稿
は
、
令
和
四
年
度
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示

『
藤
助
さ
ん
と
幕
末
』（
会
期
：
令
和
五
年
二
月
一
七
日
か
ら
三
月
二
一
日
）
の
記
念

講
演
会
「
武
州
橘
樹
郡
長
尾
村
有
力
農
民
の
日
記
か
ら
見
る
近
世
近
代
移
行
期
の
産

業
」（
三
月
一
七
日
）
の
「
地
方
有
力
農
民
に
よ
る
醬
油
醸
造
業
経
営
」（
寺
西
）
を

加
筆
・
修
正
し
た
う
え
で
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
記
史
料
に
つ
い
て
（
第
一

章
）
は
菊
地
が
、
そ
れ
以
外
を
寺
西
が
執
筆
し
た
。
同
記
念
講
演
会
で
報
告
が
な
さ

れ
た
「
橘
樹
郡
に
お
け
る
近
代
的
「
茶
業
」
経
営
の
萌
芽
」（
菊
地
）
に
つ
い
て
は

別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

一　

橘
樹
郡
長
尾
村
鈴
木
藤
助
家
と
「
鈴
木
藤
助
日
記
」

（
1
）
武
州
橘
樹
郡
長
尾
村
鈴
木
藤
助

　

藤
助
家
は
長
尾
村
谷
組（

（
（

の
村
役
人
を
代
々
務
め
た
家
で
あ
り
、
明
和
二
（
一
七
六

五
）
年
か
ら
質
屋
家
業
を
営
ん
で
い
た
。
文
政
四
（
一
八
二
一
）
年
頃
に
は
醬
油
醸

造
業
の
ほ
か
古
着
・
荒
物
小
売
業
も
行
う
よ
う
に
な
っ
た（

（
（

。
明
治
時
代
に
入
る
と
新

た
に
酒
小
売
、
茶
業
、
養
蚕
業
、
製
氷
業
な
ど
を
取
り
扱
う
業
種
の
範
囲
を
拡
大
し

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

　

藤
助
は
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
、
久
地
村
（
現
川
崎
市
高
津
区
）
に
生
ま
れ
、

文
政
一
三
（
一
八
三
〇
）
年
に
長
尾
村
の
鈴
木
治
郎
左
衛
門
方
に
七
代
目
当
主
と
な

る
べ
く
養
子
に
入
っ
た
。
長
尾
村
内
に
は
鈴
木
藤
助
家
分
家
の
「
向
店
」
の
庄
蔵
家

と
、
分
業
し
た
「
古
着
店
」
の
庄
兵
衛
家
が
藤
助
家
に
隣
接
し
て
位
置
し
、
三
家
を

あ
わ
せ
て
「
万
三
店
」
と
呼
称
し
て
家
政
・
商
売
に
お
い
て
日
常
的
に
協
力
し
合
い

総
合
的
に
経
営
を
行
っ
て
い
た
。

　

長
尾
村
字
下
河
原
（
現
川
崎
市
多
摩
区
）
に
は
、
藤
助
家
の
本
家
筋
に
あ
た
る
鈴

木
権
六
家
（
米
穀
商
・
質
屋
・
紅
花
問
屋
な
ど
の
多
角
的
な
経
営
を
行
っ
た
。
以
下
、

権
六
家
）
が
、
字
同
坂
下
に
は
本
家
権
六
家
か
ら
の
分
家
で
藤
助
家
の
親
戚
筋
に
あ

た
る
鈴
木
要
蔵
家
（
幕
末
期
に
醤
油
醸
造
業
を
開
始
し
た
。
以
下
、
要
蔵
家
）
な
ど

の
親
戚
筋
の
家
も
存
在
し
て
い
た
。
藤
助
家
の
隠
居
や
相
続
な
ど
家
政
に
関
わ
る
事

項
は
必
ず
本
家
で
あ
る
権
六
家
の
協
議
を
必
要
と
し
た
。
要
蔵
家
と
は
商
品
や
原
材

料
の
運
搬
に
あ
た
っ
て
藤
助
家
と
協
力
体
制
を
取
っ
た
。
ま
た
、
藤
助
の
妻
お
よ
し

は
長
尾
村
の
河
内
組
名
主
井
田
彦
七
家
の
娘
で
あ
っ
た
。
藤
助
家
は
長
尾
村
の
血
縁
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関
係
者
と
協
力
関
係
を
結
び
、
商
業
経
営
を
行
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
他
に
長

尾
村
外
に
も
複
数
の
血
縁
関
係
者
が
お
り
、
協
力
関
係
を
結
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の

鈴
木
藤
助
家
血
縁
・
縁
戚
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
背
景
に
鈴
木
藤
助
家
全
体
の
商
業
経

営
は
成
り
立
っ
て
い
た
。

（
2
）「
鈴
木
藤
助
日
記
」

　

本
稿
で
は
、
鈴
木
家
七
代
目
当
主
藤
助
が
書
き
留
め
た
「
鈴
木
藤
助
日
記
」
を
主

た
る
分
析
対
象
と
す
る
。「
鈴
木
藤
助
日
記
」（
以
下
「
日
記
」
と
略
す
）
は
嘉
永
六

（
一
八
五
三
）
年
六
月
か
ら
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
一
月
ま
で
存
在
し
、
五
八

巻
（
う
ち
四
冊
欠
、
合
綴
有
り
、
全
五
三
冊
）
に
及
ぶ（

（
（

。

　
「
日
記
」
は
あ
く
ま
で
私
用
と
し
て
作
成
・
管
理
さ
れ
て
い
た
が
、
生
業
に
関
わ

る
記
述
も
多
く
み
ら
れ
る
。
藤
助
家
内
を
と
り
ま
く
様
々
な
事
象
を
総
合
的
に
み
る

こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
あ
り
、
多
角
経
営
を
お
こ
な
っ
た
藤
助
家
の
生
業
を

検
討
す
る
う
え
で
は
有
用
な
史
料
と
い
え
る
。「
日
記
」
は
全
文
が
、
白
石
通
子
氏
・

小
林
博
子
氏
（
の
ち
に
鈴
木
藤
助
日
記
研
究
会
）
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
以

下
、「
日
記
」
の
出
典
は
内
容
を
参
照
し
や
す
い
刊
行
さ
れ
た
活
字
化
史
料
集
に
基

づ
い
て
い
る（

（1
（

。
な
お
、「
日
記
」
を
根
拠
と
し
た
記
述
の
出
典
は
「
史
料
」
と
し
て

本
稿
末
に
纏
め
る
。
ま
た
、
本
文
の
出
典
表
示
に
つ
い
て
は
、
該
当
箇
所
末
尾
に

【
番
号
】
と
し
て
示
し
た
。

　

日
記
史
料
は
、
研
究
で
取
り
扱
う
難
し
さ
や
、
逆
に
そ
の
有
用
性
な
ど
が
論
じ
ら

れ
て
い
る（

（1
（

。
井
上
攻
氏
は
農
村
日
記
の
活
用
方
法
を
論
じ
る
際
に
、「
日
記
」
を
引

用
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
日
記
の
個
性
を
尊
重
す
る
必
要
性
を
あ
げ
、
日
常
・

非
日
常
記
述
を
「
小
状
況
」「
大
状
況
」
に
分
け
て
記
述
志
向
を
分
析
し
、
そ
の
両

面
の
絡
み
合
い
が
読
み
取
れ
る
こ
と
が
「
日
記
」
の
魅
力
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
う

え
、
急
速
な
変
化
、
緩
や
か
な
変
化
、
変
化
の
な
い
事
象
の
三
点
が
み
ら
れ
、
こ
れ

ら
が
相
互
に
影
響
し
合
っ
て
、
家
・
村
社
会
・
地
域
社
会
の
近
代
を
形
作
っ
て
い
く

点
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
し
て
い
る
。

　

井
上
氏
は
別
稿
で
、
日
記
史
料
の
重
要
性
に
触
れ
つ
つ
、
神
奈
川
湊
と
近
世
の
海

上
交
通
と
の
関
係
性
を
鈴
木
家
の
塩
取
引
か
ら
論
じ
て
い
る（

（1
（

。

　

他
に
も
「
日
記
」
を
用
い
て
、
南
隆
哲
氏
は
藤
助
家
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら

そ
の
情
報
収
集
と
記
録
に
つ
い
て
ふ
れ（

（1
（

、
寺
西
稿
で
は
鈴
木
家
が
お
こ
な
っ
た
救
恤

行
為
か
ら
み
た
藤
助
家
の
地
域
的
な
役
割
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る（

（1
（

。
藤
助
家
の
多
角

経
営
を
多
面
的
な
要
素
か
ら
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
と
同
様
に
分
析

視
角
を
絞
っ
た
研
究
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で

取
り
扱
う
醤
油
醸
造
業
や
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
茶
業
も
そ
の
積
み
重
ね
の
一
つ
で

あ
る
と
い
え
る
。

　

特
に
藤
助
家
に
は
経
営
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
定
量
的
な
評
価
が
不
可

能
な
な
か
、
連
綿
と
し
た
日
常
の
記
述
か
ら
藤
助
家
の
事
業
の
変
遷
や
、
藤
助
家
の

血
縁
・
縁
戚
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
は
今
後
研
究
を
発
展
さ
せ
て
い
く
上
で
も
必
要

な
、
基
礎
作
業
と
な
ろ
う
。

二　

藤
助
家
に
お
け
る
醤
油
醸
造
業

（
1
）
鈴
木
藤
助
家
醤
油
醸
造
業
の
概
要

　

藤
助
家
が
万
屋
を
屋
号
と
し
て
醤
油
醸
造
業
を
開
始
し
た
年
代
は
不
明
で
あ
る
。

文
政
四
年
の
「
長
尾
村
村
差
出
明
細
書
上
帳（

（1
（

」
に
は
「
醤
油
造
幷
古
着
其
外
荒
物
之

類
小
商
売
仕
候
」
と
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
す
で
に
醤
油
醸
造
業
を
開
始
し
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
の
醸
造
高
は
四
五
八
石（

（1
（

、
慶
応
元

（
一
八
六
五
）
年
に
は
八
一
八
石（

（1
（

、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
に
は
石
高
二
〇
〇
石

で
鑑
札
を
下
付
さ
れ
て
い
る
【
78
】。

　

関
東
の
大
規
模
醸
造
家
で
あ
る
銚
子
の
濱
口
儀
兵
衛
（
ヤ
マ
サ
）
の
仕
込
高
が
天
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保
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
二
〇
〇
〇
石
で
推
移
し
て
い
る
の
と
比
較
す
る
と（

（1
（

、

藤
助
家
は
中
小
規
模
の
造
醤
油
家
と
評
価
で
き
る
。

　

関
東
造
醤
油
家
の
販
売
先
は
、
近
在
の
村
々
を
販
売
圏
と
し
て
小
売
り
や
斗
売
り

を
行
う
在
売
り
と
、
江
戸
市
中
へ
出
荷
す
る
江
戸
売
り
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
銚

子
の
濱
口
家
や
、
野
田
の
高
梨
家
と
い
っ
た
大
醸
造
家
は
、
江
戸
醤
油
問
屋
に
定
期

的
に
ま
と
ま
っ
た
量
の
醤
油
を
預
け
て
委
託
販
売
を
行
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
天
保

期
以
降
の
高
梨
家
は
出
荷
総
樽
数
六
万
樽
前
後
の
う
ち
、
五
万
樽
を
江
戸
売
り
に
あ

て
、
江
戸
川
の
船
運
を
利
用
し
江
戸
醤
油
問
屋
に
出
荷
し
て
い
た（

（1
（

。

　

江
戸
近
郊
の
中
小
規
模
造
醤
油
家
で
あ
る
溝
口
村
上
田
家
も
在
売
り
を
基
本
と
し

な
が
ら
江
戸
売
り
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
。
上
田
家
の
醸
造
高
は
万
延
元
年
に
一

一
二
五
石
、
慶
応
元
年
に
一
三
〇
五
石
と
一
定
の
醸
造
量
で
推
移
し
た
が
、
明
治
一

八
（
一
八
八
五
）
年
に
大
幅
に
売
上
高
が
減
少
す
る
。
こ
れ
は
、
明
治
新
税
制
の
も

と
中
小
醤
油
醸
造
業
の
低
廉
な
商
品
が
大
規
模
醸
造
業
の
商
品
に
お
さ
れ
、
東
京
で

の
販
売
額
が
減
少
し
た
こ
と
が
理
由
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

（2
（

。
溝
口
村
は
長
尾
村
か
ら

四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
距
離
で
あ
り
、
長
尾
村
か
ら
矢
倉
沢
往
還
を
通
じ
て
江
戸

方
面
に
向
か
う
際
の
通
過
点
で
あ
っ
た
。
江
戸
近
郊
の
造
醤
油
家
と
し
て
江
戸
売
り

や
経
営
の
趨
勢
も
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
藤
助
家
は
上
田
家
か
ら
、
取
り
扱
う

醤
油
品
種
の
情
報
、
原
材
料
の
仕
入
れ
先
、
醤
油
蔵
の
労
働
力
の
提
供
に
つ
い
て
協

力
を
受
け
て
い
た
。

（
2
）
藤
助
家
の
醤
油
醸
造
設
備

　

ま
ず
は
藤
助
家
の
醤
油
醸
造
設
備
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
醤
油
醸
造
業
に
お
い
て

は
諸
道
具
自
体
が
資
産
的
価
値
を
持
つ
た
め
、
経
営
史
料
が
残
存
し
て
い
な
い
藤
助

家
に
と
っ
て
、
醤
油
蔵
の
変
遷
に
つ
い
て
整
理
し
、
醤
油
蔵
の
規
模
拡
大
・
縮
小
を

把
握
す
る
こ
と
は
、
事
業
縮
小
の
原
因
を
探
る
上
で
も
欠
か
せ
な
い
。

　

藤
助
家
は
最
盛
期
に
は
長
尾
村
、
大
丸
村
（
現
東
京
都
稲
城
市
）、
宿
河
原
村
（
現

川
崎
市
多
摩
区
）
の
三
ケ
所
に
醤
油
蔵
を
置
き
（
以
後
、
三
蔵
と
記
す
）、
醤
油
醸

造
を
行
っ
て
い
た
。
三
蔵
の
経
営
は
藤
助
家
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
。
収
支
に

つ
い
て
は
各
蔵
か
ら
帳
面
の
提
出
を
受
け
、
商
品
の
値
段
も
三
蔵
の
相
談
の
う
え
行

わ
れ
た
。

　

長
尾
村
醤
油
蔵
（
内
之
蔵
）
は
、
藤
助
家
醸
造
業
の
開
始
か
ら
終
了
ま
で
継
続
し

て
使
用
し
た
蔵
で
あ
る
。
長
尾
村
谷
組
の
藤
助
居
宅
敷
地
内
に
あ
っ
た
。
居
宅
敷
地

内
に
は
、
原
材
料
を
貯
蔵
す
る
穀
蔵
、
製
麹
を
行
う
ム
ロ
、
仕
込
み
を
行
う
醤
油
蔵
、

樽
詰
め
を
行
う
樽
拵
場
が
確
認
で
き
る
【
15
、
40
】。
仕
込
み
桶
は
、
万
延
元
年
時

点
で
長
尾
村
醤
油
蔵
・
大
丸
村
醤
油
蔵
と
で
合
わ
せ
て
七
尺
五
寸
桶
四
本
、
六
尺
五

寸
桶
二
一
本
、
六
尺
桶
二
本
、
五
尺
桶
六
本
を
所
有
し
て
い
た
。
最
も
大
き
な
七
尺

五
寸
桶
は
底
の
直
径
が
約
二
・
三
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
仕
込
量
は
二
〇
石
と
し
て
計
上

さ
れ
て
い
る
。

　

大
丸
村
醤
油
蔵
は
大
丸
村
田
中
源
太
郎
家
の
醤
油
蔵
で
あ
っ
た
。
藤
助
の
姉
お
も

よ
は
源
太
郎
の
母
で
あ
り
、
血
縁
関
係
を
利
用
し
た
出
蔵
と
し
て
経
営
を
委
託
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
季
節
の
贈
答
や
夫
婦
仲
に
つ
い
て
の
相
談
で
訪
問
す
る
な
ど
往

来
が
多
く
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
浅
か
ら
ぬ
交
流
が
あ
っ
た
。
大
丸
村
で
の
醤
油

蔵
経
営
は
藤
助
が
「
日
記
」
執
筆
を
開
始
す
る
嘉
永
六
年
以
前
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
。

文
化
五
（
一
八
〇
八
）
年
五
月
吉
日
の
「
祝
儀
仏
事
控（

（2
（

」
に
は
「
文
政
十
丁
亥
年
十

一
月
三
日
吉
日　

曲
醤
油
倉
棟
上
ケ
節
、
尤
中
川
原
よ
り
買
請
申
候
」
と
記
さ
れ
て

お
り
、
中
河
原
村
（
現
東
京
都
府
中
市
）
の
醤
油
蔵
を
購
入
し
、「
曲
」（
大
丸
村
字

曲
根
ノ
内
の
こ
と
か
）
に
蔵
を
建
て
た
と
い
う
の
が
、
大
丸
村
醤
油
蔵
経
営
の
始
ま

り
と
考
え
ら
れ
る
。
文
政
一
二
（
一
八
二
九
）
年
に
は
仕
込
み
桶
を
購
入
し
て
い

る（
（2
（

。「
日
記
」
中
に
は
、
醤
油
値
段
の
調
整
や
経
営
の
相
談
の
た
め
大
丸
蔵
の
者
が

頻
繁
に
長
尾
村
に
来
村
す
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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宿
河
原
村
醤
油
蔵
は
藤
助
三
男
乙
五
郎
が
養
子
と
な
っ
た
宿
河
原
村
池
田
三
郎
兵

衛
家
内
に
あ
っ
た
。
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
一
二
月
三
日
に
池
田
家
内
に
藤
助
家

出
店
が
開
か
れ
、
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
一
〇
月
に
は
押
立
村
（
本
村
は
現
東
京

都
府
中
市
）
の
醤
油
蔵
を
一
一
〇
両
で
購
入
し
て
池
田
家
内
に
設
置
し
た
【
23
、

24
、
25
、
28
】。
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
一
〇
月
に
醤
油
蔵
が
完
成
す
る
と
、
醤

油
蔵
と
土
地
を
三
郎
兵
衛
か
ら
貸
借
す
る
旨
の
証
文
を
交
わ
し
、
六
尺
五
寸
桶
二
四

本
を
備
え
た
蔵
で
醸
造
を
開
始
し
た
【
29
、
30
】。
一
一
月
七
日
か
ら
は
醤
油
の
小

売
り
も
開
始
し
て
い
る
【
31
】。

　

三
蔵
の
雇
用
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
慶
応
二
（
一
八
六

六
）
年
正
月
吉
日
「
祝
儀
控（

（2
（

」
に
鈴
木
家
の
使
用
人
名
が
散
見
さ
れ
る
の
で
拾
っ
て

み
た
い
。
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
に
は
蔵
親
方
、
善
助
、
岩
吉
、
丑
松
、
銀
蔵
の

名
が
記
さ
れ
、
こ
の
他
に
勝
手
方
男
性
二
名
、
女
性
三
名
が
働
い
て
い
た
。
文
久
二

（
一
八
六
二
）
年
に
は
蔵
四
名
、
店
四
名
、
下
女
四
名
が
、
慶
応
三
年
に
は
醤
油
蔵

親
方
、
大
丸
親
方
、
政
吉
の
他
に
勝
手
下
男
四
名
、
下
女
四
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

長
尾
村
醤
油
蔵
の
作
業
は
親
方
と
呼
ば
れ
る
現
場
監
督
者
と
、
蔵
使
用
人
の
三
～
四

名
程
度
で
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
長
尾
村
醤
油
蔵
の
親
方
は
、
安
政
六

年
頃
は
善
九
郎
と
い
う
人
物
が
務
め
、
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
に
は
相
模
国
足
柄

下
郡
小
竹
村
（
現
小
田
原
市
）
出
身
の
志
沢
源
蔵
【
62
】
が
務
め
て
い
た
。
明
治
五

（
一
八
七
二
）
年
か
ら
は
練
馬
村
（
現
東
京
都
練
馬
区
）
出
身
の
卯
之
吉
が
頭
と
い

う
役
目
で
蔵
を
継
ぎ
【
74
】、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
に
親
方
に
昇
格
し
て
い
る

【
77
】。

　

銚
子
・
ヤ
マ
サ
醤
油
蔵
の
場
合
、
醸
造
作
業
の
責
任
者
で
あ
る
杜
氏
と
、
各
蔵
の

現
場
責
任
者
で
あ
る
頭
に
は
別
の
人
材
が
あ
て
ら
れ
て
い
る（

（2
（

が
、
中
小
造
醤
油
家
で

あ
る
藤
助
家
で
は
基
本
的
に
親
方
に
そ
の
役
目
が
収
斂
さ
れ
て
お
り
、
日
常
的
に
頭

の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。
頭
は
親
方
（
杜
氏
）
見
習
い
の
立
場
で
あ
る
点
は
ヤ
マ

サ
醤
油
や
上
田
家
と
同
じ
で
あ
る（

（2
（

。
蔵
の
者
が
家
の
垣
根
越
し
に
出
入
り
す
る
の
を

注
意
す
る
よ
う
藤
助
が
親
方
に
依
頼
す
る
様
子
も
見
ら
れ
、
蔵
の
秩
序
は
親
方
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
み
う
け
ら
れ
る
【
17
】。

　

大
丸
蔵
は
相
模
国
高
座
郡
上
溝
村
（
現
相
模
原
市
）
出
身
の
佐
藤
善
太
郎
が
親
方

を
務
め
て
お
り
、
大
丸
親
方
、
善
親
方
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
【
67
】。
長
尾
蔵
親

方
が
不
在
の
場
合
に
は
長
尾
村
醤
油
蔵
の
差
配
も
任
さ
れ
た
【
72
】。
大
丸
村
醤
油

蔵
が
藤
助
家
の
手
を
離
れ
た
後
も
藤
助
家
と
の
関
係
は
続
き
、
長
尾
村
醤
油
蔵
の
手

伝
い
や
茶
摘
み
に
も
参
加
し
て
い
る
【
82
、
83
】。
宿
河
原
村
醤
油
蔵
で
は
、
元
々

長
尾
村
・
大
丸
村
醤
油
蔵
で
働
き
宿
河
原
村
の
運
営
開
始
と
と
も
に
宿
河
原
に
移
っ

た
岩
吉
が
親
方
を
務
め
た
よ
う
だ
【
28
、
37
】。
岩
吉
は
自
ら
を
「
杜
氏
」
と
名
乗

っ
て
い
る
【
41
】。
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
一
〇
月
朔
日
に
岩
吉
が
暇
を
出
さ
れ

た
後
は
、
大
丸
親
方
や
長
尾
村
醤
油
蔵
奉
公
人
が
折
に
触
れ
て
宿
河
原
醤
油
蔵
で
も

働
い
て
る
【
43
、
44
】。
醤
油
仕
込
み
の
期
間
に
は
人
手
が
不
足
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
で
、
三
蔵
間
で
人
員
を
融
通
し
合
う
【
20
、
36
】
ほ
か
、「
溝
ノ
口
親
方
奉

公
人
弐
人
連
参
り
来
る
一
人
相
頼
置
候
」【
5
】
と
い
う
よ
う
に
上
田
家
に
協
力
を

頼
む
こ
と
も
あ
っ
た
。
他
の
造
醤
油
家
組
合
に
藤
助
家
か
ら
も
親
方
や
奉
公
人
を
融

通
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
【
19
】。
繁
忙
期
に
は
西
行
と
呼
ば
れ
る
季
節
労
働
者
を
頼

ん
で
い
る
【
54
】。
明
治
年
代
に
な
る
と
醤
油
蔵
で
働
く
奉
公
人
は
基
本
的
に
一
人

と
な
っ
た
【
84
、
85
、
86
】。

（
3
）　
原
材
料
・
商
品
輸
送
経
路

　

次
に
長
尾
村
周
辺
の
地
勢
と
輸
送
手
段
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

　

藤
助
家
が
原
材
料
の
仕
入
れ
や
商
品
化
し
た
醤
油
を
輸
送
す
る
際
に
、
多
摩
川
沿

い
に
拠
点
を
設
け
て
川
船
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
井
上
氏
が
指
摘
す
る

通
り
で
あ
る（

（2
（

。
藤
助
家
は
長
尾
村
谷
組
南
端
か
ら
隣
接
す
る
平
村
（
現
川
崎
市
宮
前
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区
）
に
ま
た
が
っ
て
居
を
構
え
て
お
り
、
長
尾
村
と
平
村
の
境
に
流
れ
る
平
瀬
川
は

藤
助
家
敷
地
内
を
横
断
し
て
い
た
。
平
瀬
川
旧
流
路（

（2
（

は
二
子
村
（
現
川
崎
市
高
津
区
）

で
二
ケ
領
用
水
と
合
流
す
る
川
幅
平
均
三
間
程
度
の
谷
川
で
あ
っ
た（

（2
（

。
藤
助
が
平
瀬

川
を
物
流
に
活
用
し
て
い
た
記
録
は
な
く
、
北
側
の
丘
陵
を
越
え
て
多
摩
川
か
ら
穀

物
、
肥
料
、
塩
、
醤
油
な
ど
を
移
出
入
し
て
い
た
。
直
接
川
に
隣
接
し
て
い
な
い
藤

助
家
が
多
摩
川
の
船
運
を
利
用
す
る
上
で
川
沿
い
に
一
時
的
に
商
品
を
保
管
す
る
こ

と
の
で
き
る
拠
点
は
重
要
で
あ
っ
た
。

　

多
摩
川
へ
の
津
出
し
の
拠
点
と
な
っ
た
の
は
久
地
村
や
宿
河
原
村
で
あ
っ
た
。
万

延
元
年
頃
は
久
地
村
字
川
辺
の
船
頭
徳
治
郎
、
周
次
郎
に
藤
助
家
と
向
店
が
共
同
で

船
頭
を
頼
ん
で
い
た
。
藤
助
家
は
運
送
代
を
船
頭
に
支
払
い
、
船
頭
は
年
一
回
藤
助

家
に
船
代
金
を
支
払
っ
て
い
る
。
文
久
三
年
五
月
頃
に
は
川
辺
に
あ
っ
た
藤
助
家
所

有
の
川
船
を
宿
河
原
に
引
き
上
げ
た
よ
う
で
あ
る
【
22
】。
元
治
元
年
八
月
、
藤
助

家
の
新
造
船
が
宿
河
原
河
岸
で
「
船
お
ろ
し
」
を
さ
れ
た
以
降
は
、
宿
河
原
村
船
頭

表 1　原材料取引先
取引目的：購入

取引目的：相場確認

日付 品目 産地 取引場所 相場
嘉永 6. 8. 2 大豆 下総 6.9
嘉永 6. 8.12 大豆 溝ノ口 6.2
安政 6. 6.28 小麦 9.4
安政 6.12. 4 塩 赤穂 神奈川 13俵4分（50俵購入）
文久 4.10. 1 塩 赤穂 神奈川 3俵6.5(50俵購入）
文久 4.10. 1 塩 才田 5俵5.5（100俵購入）
慶応 4. 4.27 小麦 久地・浅五郎
明治 4. 4.29 大豆 下河原 （3俵7両購入）

幸
助
が
川
船
の
運
航
を
務
め
て
い
る
【
27
】。

　

ま
た
、
多
摩
川
水
運
と
江
戸
内
海
運
の
結
節
点
と
な
っ
た
の
は
、
多
摩
川
河
口
部

の
平
間
村
（
現
川
崎
市
中
原
区
）
や
古
市
場
村
（
現
川
崎
市
幸
区
）
で
あ
っ
た
。
特

に
古
市
場
村
に
は
鈴
木
家
一
族
共
同
借
用
の
倉
庫
が
あ
り
、
多
摩
川
を
往
来
す
る
荷

物
を
海
船
・
川
船
へ
積
み
替
え
る
際
に
利
用
し
て
い
た
。
上
流
方
面
の
布
田
（
現
東

京
都
調
布
市
）、
大
丸
、
府
中
（
現
東
京
都
府
中
市
）、
日
野
（
現
東
京
都
日
野
市
）

方
面
を
目
的
地
と
し
て
も
川
船
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。

　

船
運
以
外
の
内
陸
ル
ー
ト
へ
は
、「
日
記
」
中
で
「
山
方
」
と
呼
ば
れ
る
小
山
田
・

町
田
（
現
東
京
都
町
田
市
）
方
面
や
、
麻
生
（
現
川
崎
市
麻
生
区
）、
石
川
・
市
ケ

尾
・
荏
田
（
現
横
浜
市
青
葉
区
）、
吉
田
・
高
田
（
現
横
浜
市
港
北
区
）
方
面
を
目

的
地
と
す
る
ル
ー
ト
が
あ
り
、
馬
方
に
醤
油
の
移
送
を
頼
っ
て
い
た
【
87
】。

　
「
日
記
」
か
ら
、
醤
油
の
原
材
料
に
あ
た
る
大
豆
・
小
麦
・
塩
の
相
場
情
報
に
つ

い
て
確
認
し
た
記
事
と
、
原
材
料
の
購
入
先
に
関
す
る
記
事
を
一
覧
に
し
た
の
が
表

日付 品目 産地 取引場所 相場
嘉永 6. 7.初 小麦 12
嘉永 6. 7.初 小麦 神奈川 11.5
嘉永 6. 7.12 小麦 神奈川 10
嘉永 6. 7.20 小麦 9.7
嘉永 6. 7.20 大豆 上総・新 6.5
嘉永 6. 7.20 大豆 古 5.7
嘉永 6. 7.20 塩 赤穂 神奈川 15俵半分
嘉永 6. 7.20 大豆 新 四ツ谷 6.2
嘉永 6. 7.22 大豆 用賀 6.5
嘉永 6. 7.23 大豆 二子 6.3
嘉永 6. 7.26 大豆 6.4
嘉永 6. 7.26 大豆 神奈川 7
嘉永 6. 7.29 大豆 大丸 6.3-6.4
嘉永 6. 8. 1 大豆 6.4
嘉永 6. 8. 1 大豆 溝口 6.3
嘉永 6. 8. 1 小麦 10
嘉永 6. 8. 1 小麦 神奈川 9.8
嘉永 6. 8. 1 大豆 上総 6.7
嘉永 6. 8. 1 大豆 下総 河岸相場 7.1
嘉永 6. 8.16 大豆 6.3
嘉永 6. 8.20 大豆 6.5
嘉永 6. 9. 5 塩 赤穂 神奈川 16俵4分
嘉永 6.10.30 小麦 大丸 9or8
嘉永 6.10.30 大豆 大丸 6or5
嘉永 7. 4.24 小麦 8.5
嘉永 7. 4.24 大豆 5.8
嘉永 7. 4.24 塩 赤穂 17俵66
嘉永 7.閏7.14 大豆 神奈川 7から8
嘉永 7.閏7.14 大豆 溝口 7.8-8
嘉永 7. 8.15 大豆 神奈川 8
嘉永 7. 8.15 塩 赤穂 15俵
安政 2. 4. 8 小麦 10
安政 6. 5.18 塩 神奈川 15俵
安政 6. 6.15 塩 神奈川 14俵9分
安政 6. 6.16 小麦 9
安政 6. 6.16 小麦 大丸 8.5-8.6
安政 6. 8.19 大豆 大丸 8.1-8.2
安政 6.10.18 塩 赤穂 14俵5分
安政 6.11. 4 塩 神奈川 14俵9分
万延 1.5.27 小麦 6.1
万延 1. 6. 1 小麦 6.1
万延 1. 8. 1 塩 神奈川 6俵8分
万延 1.10.29 小麦 6
万延 1.10.29 大豆 6
文久 1. 3.14 小麦 江戸 5.35
文久 1. 5.29 小麦 大丸 5.5
文久 1. 8. 4 大豆 河岸相場 6
文久 1. 8. 4 小麦 6
文久 2. 8.16 大豆 7.5
文久 2. 8.19 大豆 7.5
元治 1.12. 2 小麦 浦賀 6.6
元治 2. 4.28 塩 才田 古市場 1俵500文
慶応 1.閏5. 3 小麦 平間
慶応 1.閏5.21 小麦 矢野口 3.8
慶応 1.閏5.21 大豆 矢野口 3
慶応 1.閏5.21 塩 才田 矢野口 5俵5
慶応 1.閏5.21 塩 赤穂 矢野口 3俵5
慶応 1. 6. 3 小麦 3.5-3.6
慶応 1. 6. 3 大豆 2.8-2.9
慶応 1. 6. 3 塩 赤穂 宿河原 3俵
慶応 1. 6. 3 塩 才田 宿河原 6俵8
慶応 1.10.14 塩 大谷 （100俵226-227両）
慶応 3. 3. 1 大豆 川崎木村や （30両）
慶応 3. 4.18 大豆 2.3
慶応 3. 7.18 小麦 岡本
慶応 3. 9.19 大豆 浦賀
慶応 3.10. 4 大豆 浦賀
慶応3.閏10.13 大豆 古市場
慶応 4. 7.12 小麦 府中
明治 4. 4.17 大豆 深川
明治 4. 5. 2 大豆 古市場
明治 4. 5. 4 大豆 布田
明治 4. 5. 7 大豆 東京

※「相場」欄は数字のみの場合は1両あたりの斗高を示す。
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1
で
あ
る
。
相
場
確
認
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
大
豆
・
小
麦
・
塩
は
藤
助
家
が
小
売

業
で
取
扱
う
商
品
で
も
あ
る
た
め
、
醤
油
の
原
材
料
と
す
る
た
め
に
情
報
を
収
集
し

た
も
の
か
は
断
定
で
き
な
い
。
商
売
の
た
め
の
各
拠
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、

造
醤
油
業
関
係
者
（
用
賀
（
現
東
京
都
世
田
谷
区
）、
溝
口
、
大
丸
）
や
、
多
摩
川

船
運
の
拠
点
（
矢
野
口
（
現
東
京
都
稲
城
市
）、
宿
河
原
、
古
市
場
、
平
間
）、
海
船

の
拠
点
（
神
奈
川
、
浦
賀
（
現
横
須
賀
市
））
な
ど
か
ら
情
報
を
収
集
し
て
い
る
。

　

原
材
料
購
入
先
の
記
事
は
少
な
い
が
、
小
麦
、
大
豆
は
近
在
の
村
々
か
ら
仕
入
れ

た
ほ
か
、
塩
は
赤
穂
産
や
、
安
価
な
斉
田
産
の
塩
を
仕
入
れ
て
い
る
。
藤
助
家
と
同

地
域
の
溝
口
村
上
田
家
も
小
麦
・
大
豆
を
溝
口
村
周
辺
地
域
や
大
山
街
道
沿
い
の
商

人
か
ら
買
い
入
れ
て
お
り
、
小
麦
・
大
豆
の
産
地
に
立
地
し
て
い
た
環
境
に
支
え
ら

れ
て
醤
油
醸
造
業
を
営
ん
で
い
た
。

（
4
）　
商
品
取
引
先

　

関
東
の
中
小
造
醤
油
家
ら
の
醤
油
販
売
は
江
戸
売
り
と
在
売
り
と
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
例
え
ば
溝
口
村
上
田
家
は
経
営
簿
上
に
江
戸
醤
油
問
屋
を
通
す
「
江
戸

売
」、
在
売
を
示
す
「
直
売
」
な
ど
が
表
記
さ
れ
区
別
さ
れ
て
い
た（

（2
（

。
藤
助
家
は
、

溝
口
村
上
田
家
同
様
に
近
在
の
村
々
を
主
な
販
売
圏
と
し
樽
単
位
で
、
あ
る
い
は
出

店
に
お
い
て
斗
単
位
で
の
販
売
を
行
い
、
こ
れ
が
醤
油
販
売
の
基
本
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
幕
末
期
に
中
小
造
醤
油
家
が
結
成
し
た
山
之
手
造
醤
油
家

仲
間
に
加
入
し
て
江
戸
醤
油
問
屋
仲
間
と
盛
ん
に
交
渉
し
、
江
戸
市
中
へ
の
販
売
網

拡
大
を
図
っ
た
。
こ
こ
で
は
藤
助
家
の
醤
油
販
売
先
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、「
日

記
」
に
記
載
さ
れ
た
商
品
取
引
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

　

表
2
は
「
日
記
」
か
ら
確
認
で
き
る
藤
助
家
の
長
尾
村
醤
油
蔵
の
取
引
内
容
を
一

覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
方
面
と
の
取
引
は
江
戸
醤
油
問
屋
と
考
え
ら
れ
る
白

木
屋
、
近
江
屋
が
確
認
で
き
る
。
江
戸
方
面
と
の
取
引
に
は
、
江
戸
醤
油
問
屋
に
販

売
を
委
託
す
る
方
法
と
、
問
屋
を
介
さ
ず
得
意
先
な
ど
に
小
売
り
す
る
直
売
り
の
方

法
が
あ
っ
た
。
藤
助
家
は
問
屋
へ
販
売
を
委
託
す
る
方
法
で
は
な
く
、
直
売
り
が
中

心
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
日
記
」
か
ら
は
江
戸
直
売
り
を
行
っ
た
得
意
先
は

不
明
で
あ
る
。
表
3
は
「
日
記
」
中
に
見
ら
れ
る
掛
取
先
を
年
毎
に
纏
め
た
も
の
で
、

醤
油
取
引
か
は
不
明
だ
が
藤
助
家
の
取
引
先
の
変
遷
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
江
戸

方
面
を
掛
取
先
と
す
る
取
引
は
幕
末
か
ら
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
頃
ま
で
盛
ん
に

取
引
さ
れ
、
一
度
減
少
し
た
の
ち
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
か
ら
一
〇
（
一
八
七
七
）

年
に
再
び
取
引
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

藤
助
の
先
代
に
あ
た
る
六
代
目
治
郎
左
衛
門
は
、
藤
助
に
家
督
を
譲
っ
た
後
に
霊

岸
島
（
現
東
京
都
中
央
区
）
で
貸
付
業
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
霊
岸
島
鈴
木
家
の
ほ

か
、
笄
（
現
東
京
都
港
区
）
の
武
家
で
あ
る
堤
家
に
は
藤
助
姉
が
、
湯
島
（
現
東
京

都
文
京
区
）
薬
種
業
伊
勢
屋
と
、
鍋
町
（
現
東
京
都
千
代
田
区
、
の
ち
に
八
官
町
へ

移
住
）
に
は
藤
助
の
娘
た
ち
が
嫁
い
で
お
り
、
江
戸
方
面
か
ら
の
情
報
収
集
に
は
事

欠
か
な
か
っ
た
。

　

江
戸
市
中
以
外
の
得
意
先
に
は
、
安
政
七
（
一
八
六
〇
）
年
に
藤
助
家
が
〆
粕
を

注
文
し
、
醤
油
八
〇
樽
を
受
注
し
て
い
る
大
森
村
（
現
東
京
都
大
田
区
）
和
泉
屋
近

蔵
で
あ
る
。
和
泉
屋
と
は
商
売
以
外
に
も
祝
儀
不
祝
儀
の
や
り
取
り
が
見
ら
れ
る
ほ

か
、
近
蔵
の
暮
ら
し
向
き
が
立
ち
行
か
な
く
な
っ
た
際
に
向
店
に
身
を
寄
せ
た
い
と

相
談
が
来
る
ほ
ど
親
密
な
間
柄
で
あ
っ
た
【
38
】。

　
「
日
記
」
の
記
述
を
通
じ
て
醤
油
の
継
続
し
た
取
引
が
見
ら
れ
る
の
は
下
小
山
田

村
（
日
記
中
に
は
「
小
山
田
村
」
と
表
記
さ
れ
る
）
若
林
家
で
あ
り
、
文
久
二
年
か

ら
明
治
一
五
（
一
八
八
二
）
年
ま
で
定
期
的
に
三
〇
両
前
後
の
醤
油
を
購
入
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
下
小
山
田
村
は
長
尾
村
か
ら
王
禅
寺
道
を
南
西
に
進
ん
だ
と
こ

ろ
に
位
置
し
、
原
町
田
村
ま
で
出
れ
ば
八
王
子
・
横
浜
を
つ
な
ぐ
絹
の
道
に
出
る
こ

と
が
で
き
る
。
若
林
三
右
衛
門
家
は
、
織
物
、
荒
物
を
扱
う
大
店
で
あ
り
下
小
山
田
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表２　藤助家醤油取引
年月日 目的 場所 備考 金額

嘉永 6. 9.14 相場 大森村・近蔵 「大森近蔵へ醤油相場左之
通申遣ス△中略一 印両ニ
四樽五分替/一 印両ニ五樽
五分替/一 印両ニ六樽六分
替/一 印両ニ八樽替/一内
口両ニ四十弐取替ニて一俵
ニ付八文舟チン可受申分」

嘉永 6. 9.27 注文 大森村・近蔵
嘉永 6.10.27 注文 大森村・近蔵
嘉永 6.12. 1 注文 大森村・近蔵
嘉永 6.12.23 相場 芝・浜松町 「 印両ニ六ツ三分かへ、

印七ツ五分かへ申遣ス」
安政 2.12.10 移送 （平間へ） 川岸着の連絡。「生揚両ニ

四ツ六分かへ、 五ツ三
分かへ」

安政 6. 8. 4 注文 大森村・近蔵
安政 6.10.11 移送 大森村・近蔵 船運大森行河岸仕 金10両
安政 7. 1.21 掛金回収 長尾村下河原 醤油代来る
安政 7. 3.12 掛金、注文、

〆粕注文
大森村・近蔵 掛金10両（80樽）

万延 1.11.13 掛金回収 大森村・近蔵 10両
文久 1. 3. 3 移送 等々力村
文久 1. 8. 4 掛金回収 長尾村字大谷・

吉浦屋
文久 2. 8.14 掛金回収 小山田村 40両
文久 2. 9.10 注文 （江戸）・近江新
文久 3. 7.10 相場 四反田村・吉五

郎
「相場両ニ 印三ツ弐分
かへ、 印四ツ替、 印
両ニ四ツ八分かへ申遣ス」

文久 3. 7.10 相場 神奈川・伊勢屋
鉄五郎

「  印両三ツ弐分かへ、
印三ツ八分替」

慶応 1. 9. 9 注文 品川・近安
慶応 2. 1. 2 発送 府中 馬12疋、宿河原へ河岸出

し
慶応 2. 5. 5 注文 品川・芋屋
慶応 2.12 注文 江戸・白子屋
明治 3. 7. 9 移送 中ノ嶋
明治 3. 7.13 掛金回収 （布田）・綿屋
明治 4. 1.28 掛金回収 小山田村 30両
明治 4. 2. 9 掛金回収 荏田村・伝治郎

分
5両

明治 4. 3. 1 掛金回収 小山田・若林 20両
明治 4. 3.14 移送 中ノ嶋
明治 6. 3.19 掛金回収 大丸村 10両
明治 6. 8.17 掛金回収 小山田村 30両
明治 8.10.29 移送 （厚木方面か） 馬にて醤油を付け送り
明治 8.11.27 移送 醤油幷ニ木口河岸出し
明治 9. 1.10 掛金回収 長尾村字大谷 5円
明治 9. 3.29 相談 拾番樽屋 1か月100樽ずつ購入希望

を用意できないとして断る
明治 9. 8.25 注文 三卯
明治 9.12.23 移送 （宿河原より） 宿河原より醤油積み出し
明治10. 9.17 掛金回収 小山田村 20円
明治11. 8.28 掛金回収 小山田村 30円
明治11.10.12 掛金回収 小山田村・若林 残金13円86銭5厘
明治11.12.16 移送 府中 2名で車にて移送
明治12. 1.18 購入 溝ノ口村・稲毛

屋より
30円（21樽）

明治12. 8.28 掛金回収 小山田村 30円
明治13. 8.20 掛金回収 小山田村 30円
明治15. 1.16 掛金回収 （長尾村）・長屋

おみね
明治15. 8. 6 移送 （宿河原方面へ） 村内喜津根坂で醤油を車

で移送
明治15.12.19 掛金回収 小山田村 20円
明治16.10.30 移送 図師村

※取引する品に醤油が含まれていることが確実な場合のみ抽出した。

表 3　藤助家掛取先
年号 江戸

（東京）府中 山方 その他

嘉永 6 7 北見（喜多見）１
安政 1 3
安政 6 1
万延 1 2
慶応 1 2 1 大丸1
慶応 2 2
慶応 3 3 3 荏田1
明治 1 1 2
明治 2 3 日野1
明治 3 5 5 登戸、吉田、高田、

図師1、榎木戸2
明治 4 3 4 布田、吉田、高田、

中野島1
明治 5 2
明治 6 9 1 溝口、大丸1
明治 7 4 6 布田1
明治 8 1 9 5 麻生1
明治 9 3 8 5 市ヶ尾3、麻生5
明治10 4 5
明治11 1
明治12 6 荏田、栗木1
明治13 7
明治14 4
明治15 9
明治16 4
明治17 6
明治18 5
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「鈴木藤助日記」に見る江戸近郊農村の中小造醤油家経営

村
の
名
主
家
で
あ
っ
た
。
嘉
永
六
年
以
前
よ
り
、
藤
助
の
娘
お
こ
と
が
若
林
三
右
衛

門
の
息
子
友
之
助
と
の
婚
姻
を
前
提
と
し
て
預
け
ら
れ
て
お
り
、
若
林
家
も
親
戚
筋

に
あ
た
る
【
1
】。
藤
助
家
は
若
林
家
か
ら
新
大
豆
、
赤
穂
塩
、
八
王
子
米
、
厚
木

米
、
八
王
子
・
町
田
上
糸
な
ど
各
種
品
物
の
相
場
情
報
を
得
て
い
た
【
6
】。
お
こ

と
が
友
之
助
と
死
別
し
、
他
家
へ
嫁
い
だ
後
も
若
林
家
と
の
関
係
は
継
続
し
、
藤
助

家
が
扱
う
醤
油
、
雑
穀
、
肥
料
の
安
定
的
な
取
引
先
で
も
あ
っ
た
。

　

安
定
し
た
取
引
が
見
ら
れ
る
下
小
山
田
村
と
は
異
な
り
、
醤
油
取
引
は
慶
応
と
明

治
を
境
に
江
戸
方
面
、
多
摩
川
河
口
部
方
面
へ
の
取
引
は
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
よ
う

だ
。
掛
取
先
（
表
3
）
に
お
い
て
は
、
慶
応
三
年
以
降
の
府
中
方
面
と
の
安
定
し
た

や
り
取
り
と
、
山
方
、
麻
生
、
市
ケ
尾
、
吉
田
、
高
田
な
ど
の
内
陸
ル
ー
ト
が
目
立

つ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
藤
助
家
は
慶
応
年
間
ま
で
は
江
戸
方
面
、
多
摩

川
河
口
部
方
面
へ
販
路
拡
大
を
図
り
、
慶
応
、
明
治
初
年
頃
に
は
内
陸
側
の
村
々
と

の
取
引
に
比
重
を
移
す
よ
う
に
取
引
先
が
変
化
し
て
い
っ
た
様
子
が
看
取
で
き
る
。

三　

山
之
手
造
醤
油
家
仲
間
と
江
戸
売
り

　
「
日
記
」
に
は
溝
口
村
上
田
家
を
は
じ
め
と
し
て
近
隣
の
中
小
造
醤
油
家
と
の
協

力
や
取
引
が
記
さ
れ
る
が
、
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
中
小
造
醤
油
家
間
で
組
織
さ
れ

た
山
之
手
造
醤
油
家
仲
間
で
あ
る
。

　

関
東
に
お
け
る
造
醤
油
家
の
仲
間
組
織
は
、
山
之
手
造
醤
油
家
仲
間
以
前
に
は
大

規
模
醸
造
家
を
核
と
し
て
銚
子
、
野
田
な
ど
各
産
地
に
お
い
て
結
成
さ
れ
た
。
基
本

的
に
関
東
近
郊
の
造
醤
油
家
に
お
け
る
江
戸
売
り
は
事
前
に
商
品
を
江
戸
醤
油
問
屋

に
預
け
て
お
く
委
託
販
売
の
形
式
が
取
ら
れ
、
江
戸
醤
油
問
屋
仲
間
と
対
等
に
交
渉

す
る
た
め
に
は
造
醤
油
家
仲
間
組
織
が
必
要
で
あ
っ
た
。
文
政
七
（
一
八
二
四
）
年
、

関
東
各
産
地
の
造
醤
油
家
仲
間
八
組
（
の
ち
に
九
組
）
は
醤
油
販
売
価
格
値
上
交
渉

の
た
め
に
団
結
し
、
関
東
造
醤
油
家
仲
間
を
結
成
す
る
。
し
か
し
、
天
保
飢
饉
に
よ

る
諸
物
価
高
騰
を
う
け
た
幕
府
物
価
統
制
政
策
の
一
環
と
し
て
天
保
一
二
（
一
八
四

一
）
年
に
株
仲
間
の
解
散
が
命
じ
ら
れ
る
と
、
関
東
造
醤
油
家
仲
間
も
難
船
救
助
な

ど
の
互
助
を
目
的
と
し
た
組
織
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

　

株
仲
間
解
散
以
降
、
物
価
統
制
政
策
に
よ
り
江
戸
の
醤
油
値
段
は
低
下
し
た
。
こ

の
時
期
に
江
戸
売
り
を
拡
大
し
た
の
が
、
江
戸
近
郊
に
位
置
し
運
送
費
な
ど
諸
経
費

を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
「
山
之
手
」
地
域
に
位
置
す
る
中
小
造
醤
油
家
達
で
あ
る（

（3
（

（
図
、
表
4
）。
江
戸
で
の
直
売
り
は
、
基
本
的
に
は
江
戸
醤
油
問
屋
仲
間
以
外
に
は

禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
船
路
で
は
輸
送
が
困
難
で
あ
る
場
所
な
ど
に
つ
い
て
限
定
的

に
許
容
さ
れ
て
き
た（

（3
（

。
江
戸
醤
油
問
屋
仲
間
の
権
力
が
及
ば
な
い
な
か
、
江
戸
近
郊

の
造
醤
油
家
は
江
戸
に
お
け
る
直
売
り
の
規
模
を
拡
大
し
、
山
之
手
造
醤
油
家
仲
間

は
そ
の
共
同
体
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

図　山之手造醤油家仲間
※●は安政 2 年時点加入造醤油家、〇は安政 2 年以降新規加入造醤油家
上田家文書冊 1-4 万延元申年九月「取極書之事」、冊 1-14 慶応元年四月「為取替書之事」、

「鈴木藤助日記」より作成。
令和 4 年コレクション展「藤助さんと幕末」での展示内容を一部修正した。
国土地理院地図「傾斜量図」（https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/slopemap.html）、及び『江
戸末期海岸線／水域マップ』（ROIS-DS 人文学オープンデータ共同利用センター作成）を
基に加工した。
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近
年
落
合
氏
が
溝
口
村
上
田
家
文
書
か
ら
株

仲
間
再
興
令
以
降
に
山
之
手
造
醤
油
家
組
合
が

江
戸
醤
油
問
屋
仲
間
に
直
売
り
の
許
可
を
得
る

た
め
の
交
渉
過
程
と
、
安
政
二
（
一
八
五
五
）

年
、
万
延
元
年
、
元
治
二
（
一
八
六
五
）
年
の

取
り
決
め
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た（

（3
（

。「
日

記
」
か
ら
は
藤
助
と
山
之
手
造
醤
油
家
仲
間
の

関
わ
り
の
ほ
か
、
仲
間
組
織
の
特
徴
も
垣
間
見

え
る
た
め
こ
の
点
に
つ
い
て
補
足
し
た
い
。

（
1
）　
山
之
手
造
醤
油
家
組
合
間
の
情
報
共
有

　

山
之
手
造
醤
油
家
仲
間
の
名
は
株
仲
間
解
散

以
前
の
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
に
は
史
料
中

に
見
る
こ
と
が
で
き
る（

（3
（

。
こ
の
時
に
は
一
六
軒

の
造
醤
油
家
が
所
属
し
て
お
り
、
既
に
江
戸
直

売
り
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
藤

助
家
の
名
前
は
見
え
な
い
。
藤
助
家
が
仲
間
に

い
つ
か
ら
所
属
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
「
日

記
」
を
つ
け
始
め
た
嘉
永
六
年
に
は
既
に
参
加

し
て
い
る
。

　
「
日
記
」
に
山
之
手
造
醤
油
家
組
合
が
最
初

に
登
場
す
る
の
は
嘉
永
六
年
七
月
、
諸
物
価
高

騰
に
応
じ
た
醤
油
値
上
げ
に
つ
い
て
の
寄
合
で

あ
る
【
3
】。「
日
記
」
中
か
ら
は
諸
経
費
の
高

下
に
応
じ
て
こ
ま
め
に
醤
油
値
段
を
調
整
す
る

表 4　山之手造醤油家仲間一覧

番
号 村名 造醬油家名

安政2年 万延1年 元治2年
（慶応1年）

仲間継続 
【11】

新規候補 
【13】

安政2.10仲間 
（上田家・冊1-2） 醸造高（石）

新規１ 
（上田家・冊

1-8）

新規2 
（上田家・冊

1-9）

醸造高（石） 
（上田家・冊

1-8）
1 武州荏原郡久ケ原村 油屋三之助 〇 〇 473
2 武州荏原郡用賀村 鈴木屋六之助 〇 〇 975 975
3 武州橘樹郡溝口村 稲毛屋上田安左衛門 〇 〇 1125 1305
4 武州橘樹郡長尾村 萬屋次郎左衛門改藤助 〇 〇 458 818
5 武州豊嶋郡上赤塚村 田中屋又四郎 〇 〇 102.5 102.5
6 武州多摩郡本郷村 中野屋八兵衛 〇 〇 315 315
7 武州多摩郡中野村 山崎屋新兵衛 〇 〇 273 273
8 武州多摩郡下石神井村 油屋次郎吉 〇 〇 288.5 288.5
9 武州多摩郡荏古田村 山崎屋喜兵衛 〇 〇 558 558
10 武州多摩郡正用村 横倉屋善兵衛 〇＊ 〇 441 441
11 武州多摩郡連雀村 山岸屋萬助 〇 〇 600 600
12 武州多摩郡上石原村・

宿
中屋勘六 〇 〇 550 550

13 武州豊島郡長崎村 油屋三右衛門 〇 〇 564 564
14 武州豊島郡上練馬村 増田屋藤助 〇 〇 365 365
15 武州荏原郡下祖師ケ谷村 田中屋藤右衛門 〇 111 111
16 武州荏原郡等々力村 戸井田屋（湊屋）兵左衛門 〇 〇 450
17 武州多摩郡田無村 下田半兵衛 〇 590
18 武州荏原郡経堂在家村 油屋佐兵衛 〇 162
19 武州橘樹郡上小田中村 朝山屋七右衛門 〇 203
20 武州多摩郡阿佐ヶ谷村 相沢屋喜兵衛 〇 140
21 武州多摩郡上井草村 油屋勝三郎 〇 130
22 武州荏原郡渋谷広尾 石川屋幸八 〇 195
23 武州荏原郡碑文谷村 萬屋文蔵 〇 150
24 武州橘樹郡長尾村 鈴木屋要蔵 〇 760
25 武州橘樹郡大豆戸村 堀上屋三郎兵衛 〇 665
26 武州橘樹郡溝口村 田中屋鈴木清吉 〇 213
27 武州都筑郡下鉄村 井上屋次郎左衛門 〇 123

弥兵衛 〇
久保村 五郎 〇
栢邑村（ママ） 庄右衛門 〇
加瀬村 金子清七 〇
平間村 油屋重兵衛 〇

※「番号」は図（山之手造醤油家仲間）中の数字と対応する。
※　＊栢邑（ママ）村材木屋善兵衛か
※上田家文書冊1-2安政二年「為取替申一札之事」、冊1-4万延元申年九月「取極書之事」、冊1- ８元治元年一二月「差入申一札之事」、冊1- ９元治二年「差

出申一札之事」、冊1-14慶応元年四月「為取替書之事」、及び「鈴木藤助日記」より作成。また、落合氏論稿（註７）を参照した。
※藤助家の万延元年の詳細は、7尺5寸桶4本（80石）、6尺5寸桶21本（315石）、6尺桶2本（24石）、5尺桶6本（39石）の計458石であった。
※また、慶応元年には6尺5寸桶が21本から45本（675石）に増加し、計818石となった。増加分については「此内廿四本隣村宿河原村出造」と記され、

宿河原村醤油蔵分であることがわかる。
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様
子
が
散
見
さ
れ
る
【
16
、
21
、
39
】。
藤
助
は
嘉
永
六
年
組
合
間
で
の
決
定
を
受

け
、
溝
口
村
上
田
家
、
用
賀
村
鈴
木
家
と
細
微
に
わ
た
り
値
段
の
設
定
を
行
っ
て
い

る
。
三
家
が
設
定
し
た
の
は
六
種
類
の
ラ
ン
ク
の
醤
油
に
つ
い
て
で
あ
る
。
六
種
類

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
在
方
へ
の
小
売
り
、
江
戸
売
り
、
斗
売
り
の
販
売
価
格
を
決

定
し
た
【
6
】。
値
上
げ
後
の
相
場
を
得
意
先
に
通
達
し
た
記
述
か
ら
藤
助
家
が
扱

う
銘
柄
の
う
ち
四
種
類
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
値
上
げ
前
は
五
樽
が
一
両
だ
っ
た

は
四
樽
半
が
一
両
の
値
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、

は
五
樽
半
で
一
両
、

は
六
樽

と
六
分
で
一
両
、

は
八
樽
で
一
両
あ
っ
た
【
7
】。

印
は
上
田
家
で
醸
造
さ
れ

て
い
た
上
ラ
ン
ク
の
醤
油

を
ブ
レ
ン
ド
し
た
品
種
で
あ
る（

（3
（

。
藤
助
家
は
、
組
合
の

中
で
も
特
に
溝
口
村
上
田
家
と
は
醤
油
値
段
、
原
材
料
と
な
る
大
豆
・
小
麦
・
塩
の

相
場
に
つ
い
て
頻
繁
に
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
【
2
、
4
、
8
】。
醤
油
値
段
や

相
場
の
情
報
共
有
に
留
ま
ら
ず
、
藤
助
家
で
は
上
田
家
の
原
材
料
仕
入
れ
先
や
醸
造

方
法
も
参
考
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
2
）　
直
売
り
と
仲
間
拡
大

　

こ
こ
で
は
「
日
記
」
に
散
見
さ
れ
る
江
戸
醤
油
問
屋
仲
間
と
の
交
渉
過
程
と
仲
間

の
拡
大
に
つ
い
て
の
細
か
な
記
述
を
拾
い
、
山
之
手
造
醤
油
家
仲
間
の
性
格
を
整
理

し
た
い
。
な
お
、
交
渉
過
程
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
溝
口
村
上
田
家
文
書
を
用

い
て
論
じ
た
落
合
論
稿
が
詳
し
い（

（3
（

。

　

嘉
永
七
（
一
八
五
四
）
年
九
月
、
江
戸
醤
油
問
屋
仲
間
に
よ
り
江
戸
直
売
り
が
差

し
止
め
ら
れ
る
と
の
報
が
入
る
【
9
】。
こ
れ
は
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
の
江
戸

問
屋
株
仲
間
再
興
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

交
渉
開
始
当
初
、「
何
分
直
売
不
相
成
候
趣
断
申
候
処
」
と
い
う
様
子
で
あ
っ
た

江
戸
醤
油
問
屋
仲
間
に
対
し
、
造
醤
油
家
組
合
は
何
度
も
寄
合
を
開
き
対
策
を
検
討

し
て
い
る
【
9
、
10
、
12
、
13
、
14
】。
藤
助
も
懇
意
に
し
て
い
た
江
戸
醤
油
問
屋

新
堀
町
（
現
東
京
都
中
央
区
）
徳
嶋
屋
市
郎
兵
衛（

（3
（

に
口
利
き
を
頼
ん
で
交
渉
が
続
け

ら
れ
、
取
引
中
の
醤
油
に
つ
い
て
即
時
の
取
引
停
止
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
年
一
回

口
銭
を
納
め
る
こ
と
で
直
売
り
が
許
可
さ
れ
た
。
安
政
二
年
ま
で
の
交
渉
の
末
、
口

銭
の
割
合
も
年
一
〇
〇
両
宛
【
12
】
か
ら
七
五
両
宛
【
13
】
に
、
最
終
的
に
は
年
六

五
両
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
た
【
14
】。
口
銭
額
の
決
定
に
先
立
ち
江
戸
直
売
り
を

希
望
す
る
造
醤
油
家
一
五
軒
の
造
石
高
が
調
査
さ
れ
た
。
藤
助
は
「
内
の
分
桶
三
拾

三
本
、
壱
年
七
千
拾
樽
、
造
石
高
内
直
売
五
百
五
拾
五
樽
、
在
売
六
千
四
百
五
拾
五

樽
」
と
申
告
し
て
い
る
【
10
】。
江
戸
直
売
り
の
造
石
高
は
藤
助
家
全
体
造
石
高
の

七
・
九
%
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
調
査
前
年
の
嘉
永
七
年
二
月
一
六
日
、
藤
助
は
醤
油

造
切
替
増
を
申
告
し
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
江
戸
直
売
り
を
通
じ
て
造
醤
油
業
の
拡
大

を
企
図
し
て
い
た
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

安
政
二
年
ま
で
の
交
渉
は
山
之
手
造
醤
油
家
仲
間
以
外
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

江
戸
へ
直
売
り
を
希
望
す
る
仲
間
以
外
の
新
規
造
醤
油
家
も
口
銭
の
支
払
い
を
も
っ

て
直
売
り
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
交
渉
中
、「
問
屋
方
ニ
て
年
々
金
七
拾
五
両
也

ツ
ヽ
口
銭
差
出
し
可
申
候
由
ニ
御
座
候
、
乍
併
仲
間
外
の
者
此
方
の
仲
間
引
入
候
て

も
宜
敷
候
趣
ニ
御
座
候
ニ
付
」
と
し
て
新
規
造
醤
油
家
に
直
売
り
を
許
可
す
る
案
を

出
し
た
の
は
江
戸
醤
油
問
屋
仲
間
側
だ
っ
た
【
13
】。
造
醬
油
家
組
合
内
で
も
仲
間

の
拡
大
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
安
政
二
年
以
前
の
一
六
軒
か
ら
「
休
株
之
者
相
除
キ

申
候
、
是
非
直
売
可
致
者
左
之
通
」【
11
】
と
し
て
、
直
売
り
に
手
を
挙
げ
た
一
二

軒
に
加
え
、「
一
同
其
含
ニ
て
江
戸
荷
出
し
致
居
候
者
と
も
ヲ
此
方
へ
引
入
候
了
簡

ニ
御
座
候
」【
13
】
と
一
〇
軒
の
新
規
造
醤
油
家
が
候
補
に
挙
が
っ
て
い
る
（
表
4
）。

結
局
は
、
下
祖
師
ケ
谷
村
（
現
東
京
都
世
田
谷
区
）
田
中
屋
藤
右
衛
門
外
五
軒
が
新

規
に
参
入
し
一
五
軒
と
な
っ
た
。

　

五
年
後
の
万
延
元
年
は
年
季
更
新
に
あ
た
り
、「
此
節
増
造
り
之
分
石
原
中
屋
勘

六
・
溝
ノ
口

は
か
り
ニ
御
座
候
」【
18
】
と
記
さ
れ
個
別
に
醸
造
高
を
拡
大
さ
せ
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て
い
る
家
は
少
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
も
江
戸
直
売
り
を
希
望
す
る
新
造
醤
油
家
の

数
は
増
加
し
た
。
藤
助
家
の
遠
縁
に
あ
た
る
長
尾
村
・
要
蔵
家
も
直
売
り
を
希
望
し

て
い
た
が
江
戸
醤
油
問
屋
と
の
直
接
交
渉
で
は
断
ら
れ
【
26
】、
造
醤
油
家
仲
間
へ

の
加
入
を
希
望
し
て
い
る
。
要
蔵
家
は
年
季
更
新
の
年
を
待
っ
て
仲
間
に
加
入
し
、

慶
応
元
年
に
は
組
合
は
二
六
軒
に
増
加
し
た
。
売
上
高
は
安
政
二
年
の
年
一
一
、
七

〇
〇
樽
か
ら
年
二
〇
、
八
五
八
樽
に
な
る
と
見
積
り
、
売
上
は
一
、
三
〇
〇
両
か
ら

二
、
三
一
七
両
二
分
に
倍
増
す
る
と
見
積
も
ら
れ
た
。

　

藤
助
家
は
万
延
元
年
時
点
で
は
醸
造
高
四
五
八
石
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
慶
応
元
年

に
は
八
一
八
石
に
増
や
し
て
お
り
、
造
醤
油
家
仲
間
二
六
軒
の
う
ち
三
番
目
の
造
石

高
を
有
し
て
い
た
。
慶
応
元
年
に
は
惣
代
を
務
め
て
い
る（

（3
（

。
仲
間
の
増
化
に
よ
り
南

北
二
組
に
組
織
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
醤
油
値
段
に
つ
い
て
両
組
で
の
寄
合
が
あ
る

際
に
藤
助
が
南
組
各
家
に
通
知
す
る
役
を
負
っ
て
い
る
【
35
】。
山
之
手
造
醤
油
家

仲
間
に
属
す
る
造
醤
油
家
は
慶
応
元
年
に
は
甲
州
道
中
、
大
山
街
道
沿
に
広
が
り
、

北
は
荒
川
近
く
の
赤
塚
村
（
現
東
京
都
板
橋
区
）
か
ら
南
は
鶴
見
川
流
域
に
ま
で
及

ん
だ
。
銚
子
、
野
田
な
ど
各
地
の
造
醤
油
仲
間
と
比
較
し
、
地
域
的
な
結
束
は
緩
い

も
の
で
あ
っ
た
。
嘉
永
四
年
の
株
仲
間
再
興
令
以
降
、
江
戸
直
売
り
を
巡
っ
て
江
戸

醤
油
問
屋
仲
間
と
交
渉
す
る
過
程
で
、
江
戸
醤
油
問
屋
か
ら
は
江
戸
直
売
り
を
行
う

造
醤
油
家
を
取
り
纏
め
る
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
【
13
、
18
】。
山
之
手
造
醤
油

家
仲
間
と
し
て
も
「
是
非
直
売
可
致
」
と
、
江
戸
直
売
り
を
行
お
う
と
す
る
中
小
造

醤
油
家
を
仲
間
に
組
み
込
み
拡
大
し
た
。

　

し
か
し
、
明
治
四
年
新
税
法
に
基
づ
く
免
許
鑑
札
発
行
に
つ
い
て
、
翌
五
年
に
藤

助
が
書
き
留
め
た
造
醤
油
家
の
仲
間
は
、
上
田
家
、
藤
助
家
を
含
む
六
軒
の
み
で
あ

る
【
70
、
78
】。
明
治
五
年
時
点
の
山
之
手
造
醤
油
家
仲
間
の
総
数
が
書
き
留
め
ら

れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
明
治
新
税
制
に
移
行
す
る
以
前
か
ら
、
東
京
売
り
を

や
め
山
之
手
造
醤
油
家
仲
間
を
離
れ
た
中
小
醸
造
家
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

藤
助
家
も
醸
造
高
を
二
〇
〇
石
へ
と
大
き
く
減
じ
て
い
る
。

四　

醤
油
醸
造
業
の
縮
小
と
終
焉

（
1
）
醤
油
醸
造
業
の
縮
小

　

藤
助
家
の
事
業
転
換
の
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
慶
応
元
年
に
お
け
る
海
船

の
購
入
で
あ
っ
た
【
32
】 

。
こ
の
時
期
は
物
価
高
騰
に
つ
き
藤
助
家
が
商
機
を
得
た

時
期
と
井
上
氏
は
分
析
し
て
い
る（

（3
（

。
醤
油
醸
造
業
も
最
盛
期
で
あ
り
、
三
蔵
で
八
一

八
石
を
醸
造
し
て
い
た
。
藤
助
は
海
船
購
入
直
後
の
慶
応
元
年
六
月
か
ら
東
浦
賀
村

干
鰯
問
屋
宮
原
屋
与
右
衛
門
（
宮
与
）
と
取
引
を
開
始
し
た
の
を
皮
切
り
に
【
33
】

肥
料
や
塩
、
雑
穀
の
移
送
を
行
っ
た
。
海
船
は
古
市
場
村
に
係
留
さ
れ
、
船
賃
を
石

屋
巳
之
助
に
支
払
い
、
神
奈
川
湊
や
浦
賀
ま
で
の
運
航
を
委
託
し
て
い
た
【
34
】。

醤
油
原
材
料
の
購
入
を
容
易
に
し
、
商
品
販
路
の
拡
大
に
も
つ
な
が
る
海
船
購
入
は
、

醤
油
醸
造
経
営
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
現
に
、
行
き
荷
物
に
醤
油
な
ど

を
積
み
売
り
に
出
す
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
お
り
、
浦
賀
行
の
醤
油
樽
を
積
む
場
合
は

一
樽
五
分
の
運
賃
に
て
運
用
す
る
取
り
決
め
が
な
さ
れ
て
い
た
【
42
】。

　

海
船
購
入
以
降
「
日
記
」
中
に
頻
出
す
る
の
が
九
十
九
里
浜
か
ら
の
〆
粕
の
共
同

購
入
で
あ
る
。
藤
助
は
親
族
、
出
店
や
石
屋
巳
之
助
は
も
ち
ろ
ん
、
多
摩
川
の
物
資

集
結
点
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
登
戸
村
（
現
川
崎
市
多
摩
区
）
の
石
屋
藤
吉
【
46
】、

溝
ノ
口
村
名
主
家
で
あ
り
二
子
宿
問
屋
の
丸
屋
【
52
】
な
ど
と
共
同
し
、
一
度
に
大

量
の
〆
粕
を
購
入
し
て
い
た
。
例
え
ば
慶
応
四
年
の
取
引
で
は
、
〆
粕
代
と
し
て
長

尾
村
字
大
谷
の
井
田
家
か
ら
四
二
五
両
、
登
戸
村
の
石
屋
藤
吉
か
ら
二
五
〇
両
を
預

か
り
藤
助
二
男
喜
十
郎
が
九
十
九
里
に
出
向
い
て
い
る
。

　

海
船
を
活
用
し
た
取
引
の
活
発
化
に
比
し
て
、
醤
油
醸
造
業
が
停
滞
し
て
い
く
様

子
が
う
か
が
え
る
。
慶
応
三
年
一
〇
月
朔
日
、
宿
河
原
村
醤
油
蔵
に
お
い
て
は
岩
吉

に
対
し
「
商
内
ひ
ま
故
出
し
候
」
と
暇
を
出
し
て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
宿
河
原
店
の
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醤
油
醸
造
業
は
縮
小
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
明
治
三
年
四
月
頃
か
ら
は
宿

河
原
醤
油
蔵
の
売
却
の
話
が
出
始
め
る
【
56
】。
同
年
一
〇
月
、
池
田
家
当
主
三
郎

兵
衛
の
借
財
が
四
〇
〇
両
に
ま
で
嵩
ん
だ
た
め
、
池
田
家
の
田
地
を
売
っ
て
借
財
の

返
済
に
あ
て
た
う
え
で
、
乙
五
郎
に
家
督
が
譲
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
【
59
】。
こ

れ
を
契
機
に
蔵
や
桶
の
販
売
先
が
検
討
さ
れ
、
同
年
閏
一
〇
月
に
小
杉
村
（
現
川
崎

市
中
原
区
）
原
文
次
郎
方
へ
桶
な
ど
売
却
し
た
【
61
、
63
～
66
、
68
】。
ま
た
、
蔵

は
明
治
四
年
三
月
に
上
小
田
中
村
神
地
（
現
川
崎
市
中
原
区
）
の
朝
山
七
右
衛
門
方

へ
二
六
〇
両
で
売
却
さ
れ
た
【
69
】。
ま
た
長
尾
村
醤
油
蔵
に
お
い
て
も
親
方
が
「
此

方
商
内
ひ
ま
ニ
付
」【
57
】
と
転
出
の
相
談
に
来
る
ほ
ど
で
、
江
戸
直
売
り
拡
大
を

目
指
し
て
い
た
頃
と
は
状
況
が
異
な
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
〆
粕
移
送
な
ど
の
海
運
業
も
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
明
治
三
年
一
〇

月
に
は
海
船
売
却
が
検
討
さ
れ
【
63
】、
一
二
月
一
二
日
に
石
屋
巳
之
吉
へ
一
〇
〇

両
で
売
却
さ
れ
る
。
海
船
売
却
の
直
接
の
原
因
は
不
明
だ
が
、
霊
岸
島
鈴
木
家
の
借

財
が
原
因
と
も
考
え
ら
れ
る（

（3
（

。
ま
た
、
副
次
的
な
要
因
で
は
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は

鈴
木
家
に
お
い
て
代
替
わ
り
が
行
わ
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
す
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
藤
助
は
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
一
一
月
に
長
男
留
五
郎
に
家
督
を
譲
り

「
宗
蔵
」
と
改
名
し
た
【
51
】
が
、
留
五
郎
は
東
京
で
得
意
先
と
勝
手
に
取
引
し
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
再
び
藤
助
が
当
主
と
し
て
采
配
を
振
っ
て
い
る

【
58
】。
次
男
喜
十
郎
は
藤
助
家
内
で
〆
粕
の
売
買
な
ど
に
忙
し
く
働
い
て
い
る
が
、

売
買
の
方
針
で
留
五
郎
と
意
見
が
衝
突
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
【
48
、
53
】。

宿
河
原
村
出
店
三
男
乙
五
郎
も
「
商
内
内
気
し
み
不
申
候
」【
47
】
と
い
う
時
期
が

あ
っ
た
と
藤
助
は
記
す
。
経
営
以
外
に
息
子
た
ち
の
動
向
に
も
心
を
配
る
必
要
が
あ

る
時
期
で
あ
っ
た
。

（
2
）
醤
油
醸
造
業
の
終
焉

　

す
で
に
縮
小
を
み
て
い
た
醤
油
醸
造
業
だ
が
、
藤
助
は
「
醤
油
宜
敷
無
御
座
候
由

風
聞
御
座
候
」【
68
】
と
、
醤
油
醸
造
業
の
先
行
き
が
不
安
定
な
状
況
を
入
手
し
て

い
た
。
明
治
四
年
七
月
「
清
酒
濁
酒
醤
油
鑑
札
収
与
並
ニ
税
法
規
則（

（4
（

」
に
よ
り
新
規

に
免
許
鑑
札
が
公
布
さ
れ
、
免
許
税
と
醸
造
税
が
新
た
に
賦
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
藤
助
は
こ
の
新
税
制
下
で
醸
造
税
金
九
両
四
三
銭
一
分
一
厘
四
毛
と
免
許
税
金

三
分
を
支
払
っ
て
お
り
【
80
】、
醸
造
税
が
醤
油
販
売
代
金
の
五
％
に
あ
た
る
こ
と

か
ら
、
年
あ
た
り
の
販
売
額
が
約
一
八
九
円
程
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る（

（4
（

。
長
尾
村
、

大
丸
村
の
二
蔵
と
な
っ
た
藤
助
家
醤
油
蔵
が
さ
ら
に
醸
造
量
を
減
じ
た
様
子
は
醸
造

設
備
の
売
却
か
ら
窺
い
知
れ
る
。
長
尾
村
内
蔵
は
明
治
五
年
八
月
に
は
溝
口
村
上
田

家
に
樽
三
七
本
を
【
73
】、
同
年
一
〇
月
に
は
品
川
い
づ
屋
に
釜
二
つ
を
売
却
し
て

い
る
【
75
】。
大
丸
村
醤
油
蔵
に
つ
い
て
藤
助
は
家
業
を
息
子
留
五
郎
に
引
き
継
ぎ
、

隠
居
し
た
暁
に
は
大
丸
村
醤
油
蔵
の
経
営
を
引
き
受
け
る
つ
も
り
で
い
た
【
55
】。

し
か
し
、
明
治
六
年
一
二
月
に
大
丸
村
醤
油
蔵
売
却
の
話
が
出
始
め
【
79
】、
明
治

七
年
四
月
に
田
中
家
が
醤
油
蔵
を
買
い
取
り
、
藤
助
家
醤
油
蔵
は
長
尾
村
内
蔵
の
み

と
な
っ
た
【
81
】。

　

そ
の
後
明
治
八
年
に
生
活
必
需
品
で
あ
る
醤
油
は
非
課
税
と
な
る
。
こ
の
時
の
醤

油
取
引
に
つ
い
て
「
日
記
」
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
掛
取
先
（
表
3
）
に
は

明
治
八
年
か
ら
一
〇
年
に
つ
い
て
東
京
方
面
と
の
取
引
が
確
認
で
き
、
非
課
税
の
期

間
に
醤
油
取
引
が
増
加
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
明
治
一
八
年
五
月
、
醤
油
税
則（

（4
（

発
布

に
よ
り
再
度
課
税
の
対
象
と
な
る
と
、「
醤
油
税
則
」
下
で
は
製
造
所
ご
と
に
免
許

鑑
札
が
公
布
さ
れ
、
醸
造
税
は
販
売
額
で
は
な
く
生
産
量
に
対
し
て
賦
課
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
高
級
品
よ
り
も
安
価
な
醤
油
を
多
く
扱
う
中
小
醸
造
業
者
に
と
っ
て

は
こ
の
税
制
が
負
担
と
な
っ
た（

（4
（

。
藤
助
家
も
醤
油
税
徴
収
検
査
員
の
訪
問
を
受
け
る

が
【
88
】、
そ
の
後
に
つ
い
て
は
「
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。
上
田
家
の
「
明
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治
十
八
年
日
記
簿（

（4
（

」
九
月
六
日
条
に
よ
り
「
長
尾
村
万
屋
鈴
木
留
五
郎
氏
ハ
醤
油
営

業
相
成
候
処
税
則
発
布
以
来
廃
業
の
願
ヲ
出
サ
レ
候
由
検
査
員
石
島
氏
ヨ
リ
伝
聞
」

と
廃
業
届
を
提
出
し
た
こ
と
が
知
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
近
世
・
近
代
移
行
期
に
お
け
る
江
戸
近
郊
有
力
地
方
商
人
の
生
業
変

遷
に
つ
い
て
検
討
・
考
察
す
る
一
環
と
し
て
、
藤
助
家
が
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か

け
て
拡
大
を
図
っ
た
醤
油
醸
造
業
の
経
営
実
態
を
「
日
記
」
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。

　

ま
ず
は
「
日
記
」
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
藤
助
家
醤
油
醸
造
業
の
拡
大
と
縮
小
、

終
焉
ま
で
を
再
度
整
理
し
よ
う
。

　

醤
油
醸
造
業
の
拡
大
を
企
図
し
て
藤
助
家
が
注
目
し
た
の
が
江
戸
直
売
り
で
あ
っ

た
。
江
戸
直
売
り
の
た
め
に
加
盟
し
た
山
之
手
造
醤
油
家
仲
間
は
、
江
戸
醤
油
問
屋

仲
間
か
ら
も
江
戸
直
売
り
を
取
り
纏
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
組
織
で
あ
り
、
安
政

二
年
か
ら
慶
応
元
年
に
か
け
て
江
戸
直
売
り
を
希
望
す
る
造
醤
油
家
が
新
規
に
加
入

し
た
。
藤
助
家
は
、
長
尾
村
、
大
丸
村
に
加
え
宿
河
原
村
に
醤
油
蔵
を
新
設
し
て
、

技
術
者
で
あ
る
親
方
を
各
蔵
に
配
置
し
て
生
産
体
制
を
整
え
た
。
慶
応
元
年
に
購
入

し
た
海
船
で
肥
料
移
送
を
中
心
と
し
た
海
運
業
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
新
設

し
た
宿
河
原
村
醤
油
蔵
は
慶
応
三
年
に
は
「
商
内
ひ
ま
」
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い

た
。
慶
応
四
年
に
は
長
尾
村
醤
油
蔵
親
方
か
ら
も
転
出
の
相
談
が
あ
り
、
藤
助
家
の

醤
油
醸
造
業
は
縮
小
に
転
じ
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
海
運
業
へ
の
注
力
が
影
響
し

た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
海
船
も
家
内
の
事
情
か
ら
明
治
三
年
末
に
売
却
す
る

こ
と
と
な
り
、
醤
油
醸
造
業
も
更
な
る
事
業
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
明
治
三
年

に
宿
河
原
村
醤
油
蔵
施
設
の
売
却
を
開
始
、
明
治
五
年
に
長
尾
村
醤
油
蔵
の
桶
を
一

部
売
却
し
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
に
大
丸
村
醤
油
蔵
も
売
却
さ
れ
た
。
そ
の
後

の
醤
油
醸
造
業
は
長
尾
村
醤
油
蔵
の
み
で
運
営
さ
れ
、
下
小
山
田
村
を
は
じ
め
と
し

た
在
売
り
が
継
続
さ
れ
た
。
掛
取
の
状
況
か
ら
は
、
明
治
新
税
制
下
で
醤
油
が
非
課

税
と
な
っ
た
明
治
八
年
か
ら
一
一
（
一
八
七
八
）
年
に
東
京
売
り
が
な
さ
れ
た
可
能

性
が
あ
る
が
、「
日
記
」
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
。
明
治
一
八
年
の
醤
油
税
則
発
布

を
き
っ
か
け
に
藤
助
家
は
廃
業
届
を
提
出
し
醬
油
醸
造
業
を
終
え
た
。

　

次
に
藤
助
家
の
醤
油
醸
造
業
の
う
ち
特
徴
と
な
る
点
を
整
理
し
、
江
戸
近
郊
中
小

造
醤
油
家
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
を
考
察
す
る
。

　

藤
助
家
の
醤
油
醸
造
業
経
営
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
藤
助
家
一
族
、
す
な
わ
ち

藤
助
家
の
血
縁
・
縁
戚
関
係
者
ら
が
ど
の
よ
う
に
経
営
に
関
わ
っ
た
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
藤
助
家
と
一
族
に
と
っ
て
経
営
の
転
機
と
な
っ
た
海
船
購
入
は
、
当
初
は
醤

油
原
材
料
調
達
や
商
品
販
売
の
市
場
拡
大
を
見
込
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。「
日
記
」
に

記
さ
れ
る
実
際
の
海
船
利
用
は
〆
粕
等
の
肥
料
移
送
が
大
半
だ
が
、
海
船
購
入
に
先

ん
じ
て
醤
油
蔵
を
三
蔵
に
増
や
し
醤
油
醸
造
設
備
を
拡
充
し
て
お
り
、
藤
助
一
族
と

し
て
醤
油
醸
造
業
を
拡
大
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
事
業
拡
大
に
伴
っ
て
藤

助
に
は
各
拠
点
の
経
営
内
容
を
把
握
す
る
必
要
が
生
じ
、
経
営
に
関
わ
る
血
縁
・
縁

戚
関
係
者
の
家
政
向
き
の
影
響
も
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
藤
助
家
一

族
と
し
て
の
醤
油
醸
造
業
は
縮
小
し
、
藤
助
家
一
家
内
の
生
業
と
し
て
の
醤
油
醸
造

業
に
帰
着
し
た
。
一
方
で
、
藤
助
家
が
幕
末
に
主
た
る
事
業
と
し
て
選
択
し
た
醤
油

醸
造
業
や
海
運
業
は
諸
道
具
自
体
が
資
産
的
価
値
を
持
っ
た
。
新
税
制
な
ど
の
外
的

要
因
と
、
血
縁
関
係
者
の
経
営
難
な
ど
の
内
的
要
因
に
よ
り
危
機
が
生
じ
て
も
、
分

散
的
に
所
有
す
る
資
産
を
場
合
に
よ
っ
て
は
手
放
す
こ
と
で
、
鈴
木
藤
助
一
族
全
体

の
経
営
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
い
え
る
。

　

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
江
戸
売
り
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
藤
助
家
同
様
、
幕
末

期
に
新
規
に
江
戸
直
売
り
に
参
入
し
た
中
小
造
醤
油
家
ら
は
、
多
角
的
な
経
営
を
営

む
地
方
有
力
農
民
層
で
あ
っ
た
。
生
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
中
小
規
模
の
醤
油
醸
造
業

を
営
み
、
在
売
り
を
行
っ
て
き
た
造
醤
油
家
ら
に
と
っ
て
、
江
戸
醤
油
問
屋
へ
の
委
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託
販
売
と
く
ら
べ
て
江
戸
直
売
り
は
小
規
模
の
販
売
数
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
、
売

上
の
回
収
も
は
や
く
参
入
し
や
す
い
事
業
だ
っ
た
。
藤
助
家
の
特
徴
は
江
戸
直
売
り

へ
の
注
力
と
同
時
に
醤
油
醸
造
設
備
を
拡
充
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
江
戸
直
売
り

を
き
っ
か
け
と
し
て
醤
油
醸
造
業
を
拡
大
し
て
い
く
姿
勢
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
同
様
に
、
山
之
手
造
醤
油
家
仲
間
に
属
し
た
溝
口
村
上
田
家
も
安
政
三
年
か
ら

万
延
元
年
に
か
け
て
醤
油
蔵
の
新
設
や
設
備
の
拡
充
を
行
っ
て
い
る（

（4
（

。
藤
助
家
は
原

材
料
、
商
品
品
種
、
商
品
値
段
に
つ
い
て
上
田
家
か
ら
情
報
を
得
て
お
り
、
江
戸
直

売
り
に
つ
い
て
も
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
江
戸
近
郊
農
村
の
中
小

造
醤
油
家
の
さ
ら
な
る
類
例
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
藤
助
家
は
上
田
家
と
同
様
、
在

売
り
を
中
心
と
し
て
い
た
造
醤
油
家
が
幕
末
に
江
戸
売
り
に
比
重
を
移
し
て
売
上
を

伸
ば
し
た
中
小
造
醤
油
家
の
類
型
と
呼
べ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

な
お
、
醤
油
醸
造
業
縮
小
後
に
藤
助
家
が
乗
り
出
し
た
茶
業
の
運
営
や
、
近
世
・

近
代
を
通
じ
て
家
業
と
し
て
い
る
質
屋
業
に
つ
い
て
は
本
稿
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
藤
助
家
に
お
け
る
近
世
・
近
代
移
行
期
の
生
業
変
遷
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
た
め
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

註（
1
）	

鈴
木
ゆ
り
子
「
幕
末
期
江
戸
近
郊
農
村
に
お
け
る
醬
油
醸
造
─
武
蔵
国
橘
樹
郡
溝
口
村
上
田
家

を
中
心
と
し
て
─
」（
横
浜
開
港
資
料
館
『
幕
末
の
農
民
群
像 

：
東
海
道
と
江
戸
湾
を
め
ぐ
っ

て
』）
一
九
八
八
年
。

（
2
）
享
保
一
一
（
一
七
二
六
）
年
に
は
、江
戸
に
入
津
す
る
醤
油
樽
数
一
三
万
余
樽
の
う
ち
約
四
分
の

三
が
大
坂
か
ら
の
下
り
醤
油
で
あ
っ
た
が
、
文
政
四
（
一
八
二
一
）
年
に
は
関
東
七
国
か
ら
の

入
津
が
一
〇
割
を
超
え
る
。
篠
田
壽
夫「
江
戸
地
廻
り
経
済
圏
と
ヤ
マ
サ
醤
油
」（
林
玲
子
編『
醤

油
醸
造
業
史
の
研
究
』）
一
九
九
〇
年
、
五
九
頁
。

（
3
）
前
掲
註
（
2
）、林
玲
子
「
銚
子
醤
油
醸
造
業
の
開
始
と
展
開
」（
林
玲
子
編
『
醤
油
醸
造
業
史
の

研
究
』
一
九
九
〇
年
）。

（
4
）
前
掲
註
（
1
）
鈴
木
、同
「
江
戸
近
郊
農
村
に
お
け
る
醤
油
醸
造
─
武
蔵
国
橘
樹
郡
溝
口
村
上
田

家
を
素
材
と
し
て
─
」（
横
浜
開
港
資
料
館
・
横
浜
近
世
史
研
究
会
編
『
一
九
世
紀
の
世
界
と
横

浜
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）。

（
5
）
落
合
功
「
近
世
後
期
、
江
戸
近
郊
農
村
に
お
け
る
醤
油
醸
造
業
の
展
開
」（
広
島
修
道
大
学
商
経

学
会
『
修
道
商
学
』
四
五
、
二
〇
〇
四
年
）、
同
「
江
戸
近
郊
農
村
に
お
け
る
醤
油
醸
造
業
─
武

州
多
摩
郡
江
古
田
村
、
山
崎
喜
兵
衛
家
を
素
材
と
し
て
─
」（
林
玲
子
・
天
野
雅
敏
編
『
東
と
西

の
醤
油
史
』
一
九
九
九
年
）、多
摩
文
化
史
研
究
会
『
山
崎
家
文
書 

二
─
武
蔵
国
多
摩
郡
江
古
田

村
』
東
京
都
中
野
区
教
育
委
員
会
、
一
九
九
三
年
。

（
6
）
落
合
功
「
幕
末
期
、
江
戸
近
郊
農
村
に
お
け
る
造
醤
油
業
と
江
戸
問
屋
仲
間
」
大
石
学・落
合
功

編
『
江
戸
東
京
移
行
期
論　

東
都
か
ら
帝
都
へ
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
二
四
年
）。

（
7
）
長
尾
村
は
多
摩
丘
陵
を
境
に
谷
組
と
耕
地
（
河
内
）
組
に
分
か
れ
て
い
た
。

（
8
）
井
田
太
郎
家
文
書
「
文
政
四
年
五
月 

村
差
出
明
細
書
上
帳
」（『
川
崎
史
料
叢
書
第
二
巻 

村
況
史

料
集 

下
』
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
一
九
九
〇
年
）
所
収
。

（
9
）「
日
記
」
は
、当
館
所
蔵
鈴
木
家
快
輔
家
資
料
所
収
で
あ
る
（
令
和
二
年
度
に
寄
贈
）。
川
崎
市
公

文
書
館
に
も
鈴
木
藤
助
家
資
料
は
「
鈴
木
快
輔
氏
所
蔵
文
書
」（
市
史
60
－
22
－
1
～
12
）
と
し

て
マ
イ
ク
ロ
複
写
し
た
も
の
を
ま
と
め
た
複
製
本
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、「
日
記
」
も
所
収
さ
れ

て
い
る
（
市
史
60
－
22
－
1
～
8
）。
な
お
、
藤
助
死
後
の
最
後
の
一
年
分
は
別
筆
で
あ
る
。

（
10
）
白
石
通
子・小
林
博
子
編
『
武
州
橘
樹
郡
長
尾
村　

鈴
木
藤
助
日
記　

一　

嘉
永
六
年
～
文
久
元

年
』
二
〇
〇
一
年
、
白
石
通
子
・
小
林
博
子
編
『
武
州
橘
樹
郡
長
尾
村　

鈴
木
藤
助
日
記　

二

　

文
久
元
年
～
慶
応
三
年
』
二
〇
〇
三
年
、
鈴
木
藤
助
日
記
研
究
会
編
『
武
州
橘
樹
郡
長
尾
村

　

鈴
木
藤
助
日
記　

三　

慶
応
三
年
～
明
治
四
年
』
二
〇
〇
五
年
、
鈴
木
藤
助
日
記
研
究
会
編

『
武
州
橘
樹
郡
長
尾
村　

鈴
木
藤
助
日
記　

四　

明
治
五
年
～
明
治
一
一
年
』
二
〇
〇
六
年
、
鈴

木
藤
助
日
記
研
究
会
編
『
武
州
橘
樹
郡
長
尾
村　

鈴
木
藤
助
日
記　

五　

明
治
一
一
年
～
明
治

一
八
年
』
二
〇
〇
八
年
、
鈴
木
藤
助
日
記
研
究
会
編
『
武
州
橘
樹
郡
長
尾
村　

鈴
木
藤
助
日
記

　

六　

明
治
一
八
年
～
明
治
二
二
年
』
二
〇
一
〇
年
。
な
お
、
確
認
が
必
要
な
箇
所
は
原
資
料

で
補
い
、
修
正
を
行
っ
た
。

（
11
） 	
井
上
攻
「
幕
末
維
新
期
の
農
村
日
記
活
用
─
武
州
橘
樹
郡
長
尾
村
鈴
木
藤
助
日
記
の
個
性
か
ら

─
」（『
日
本
歴
史
』
七
六
〇
、
二
〇
一
一
年
）。

（
12
）	

井
上
攻
「
一
九
世
紀
の
神
奈
川
湊
と
塩
の
流
通
─
武
州
橘
樹
郡
長
尾
村
鈴
木
藤
助
日
記
を
中
心

に
─
」（『
横
浜
市
歴
史
博
物
館
紀
要
』
二
〇
、
二
〇
一
六
年
）。

（
13
）	

南
隆
哲
「「
鈴
木
藤
助
日
記
」
に
み
る
藤
助
の
情
報
ネ
ッ
ト
」（『
川
崎
市
公
文
書
館
だ
よ
り
』
三

〇
、
二
〇
一
四
年
）。
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（
14
）
寺
西
明
子
「
救
恤
か
ら
見
る
有
力
農
民
の
役
割
─
橘
樹
郡
長
尾
村
「
鈴
木
藤
助
日
記
」
研
究
の
試

論
と
し
て
─
」（『
神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
─
人
文
科
学
─
』
四
九
号
、
二
〇
二
三
年
）。

（
15
）
前
掲
註
（
8
）「
文
政
四
年
五
月 

村
差
出
明
細
書
上
帳
」。

（
16
）
上
田
家
文
書
（
冊
1
－
4
）
万
延
元
申
年
九
月
「
取
極
書
之
事
」。

（
17
）
上
田
家
文
書
（
冊
1
－
14
）
慶
応
元
年
四
月
「
為
取
替
書
之
事
」。

（
18
）
谷
本
雅
之
「
銚
子
醤
油
醸
造
業
の
経
営
動
向
」（
林
玲
子
編
『
醤
油
醸
造
業
史
の
研
究
』
一
九
九

〇
年
）、
二
五
一
頁
。
仕
込
高
は
醸
造
前
の
原
材
料
の
全
体
量
で
あ
る
。

（
19
）
石
崎
亜
美
「
近
世
の
醤
油
取
引
と
印
─
高
梨
兵
左
衛
門
家
を
中
心
に
─
」（『
経
営
史
学
』
第
五
〇

巻
第
三
号
、
二
〇
一
五
年
）。

（
20
）
前
掲
註
（
1
）、（
6
）。

（
21
）
鈴
木
快
輔
家
資
料
No 

54
文
化
五
年
五
月
吉
日
「
祝
儀
仏
事
控
」。

（
22
）
文
政
一
一
年
一
月
条
「
新
大
桶
三
本
六
尺
五
寸
、
古
大
桶
弐
本
同
断
中
川
原
よ
り
買
請
」、
文
政

一
二
年
七
月
二
七
日
条
「
新
桶
弐
本
内
取
立
但
古
底
」（
前
掲
註
21
）。

（
23
）
鈴
木
快
輔
家
資
料
No 

61
。

（
24
）
吉
田
（
鈴
木
）
ゆ
り
子
「
醤
油
醸
造
業
に
お
け
る
雇
用
労
働
」（
林
玲
子
編
『
醤
油
醸
造
業
史
の

研
究
』
一
九
九
〇
年
）、
一
三
五
頁
。

（
25
）
前
掲
註
（
1
）
六
三
頁
。

（
26
）
前
掲
註
（
12
）。

（
27
）
平
瀬
川
の
流
路
は
、昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
か
ら
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
に
変
更
さ
れ
、現

在
で
は
久
地
で
多
摩
川
に
合
流
す
る
。

（
28
）
明
治
六
年
五
月
「
数
目
調
書
」（
前
掲
註
8
『
村
況
史
料
集 

下
』
所
収
）。

（
29
）
前
掲
註
（
1
）
五
八
頁
。

（
30
）
前
掲
註
（
6
）。
鈴
木
ゆ
り
子
「
関
東
に
お
け
る
醤
油
醸
造
業
の
展
開
─
下
総
国
佐
原
村
伊
能
茂

左
衛
門
家
を
中
心
に
」（
吉
田
伸
之
・
高
村
直
助
編
『
商
人
と
流
通 

：
近
世
か
ら
近
代
へ
』
一
九

九
二
年
）。「
山
之
手
」
の
名
称
が
示
す
と
こ
ろ
は
正
確
に
は
不
明
だ
が
、
江
戸
市
中
へ
陸
路
で

商
品
を
輸
送
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
武
蔵
野
台
地
上
の
地
域
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
造
醤

油
仲
間
の
呼
称
は
「
十
六
軒
」「
山
之
手
造
醬
油
家
十
五
軒
」「
山
之
手
組
造
醤
油
家
仲
間
」
な

ど
と
変
化
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
「
山
之
手
造
醤
油
家
仲
間
」
と
し
て
統
一
す
る
。

（
31
）
前
掲
註
（
6
）
一
八
六
頁
。

（
32
）
前
掲
註
（
6
）、
落
合
功
「
近
代
前
期
、
東
京
近
郊
の
醤
油
醸
造
業
と
醤
油
業
界
」（
井
奥
成
彦
・

中
西
聡
編
『
慶
応
義
塾
大
学
産
業
研
究
所
叢
書 

醸
造
業
の
展
開
と
地
方
の
工
業
化
─
近
世
・
近

代
日
本
の
地
域
経
済
』
二
〇
二
三
年
）、
一
七
七
頁
。

（
33
）
上
田
家
文
書
（
冊
1
－
1
）
天
保
九
年
八
月
「
為
取
替
申
一
札
之
事
」。

（
34
）
前
掲
註
（
4
）
一
九
九
三
年
、
三
二
三
頁
。

（
35
）
前
掲
註
（
30
）。

（
36
）	

江
戸
醤
油
問
屋
新
堀
町
徳
嶋
屋
市
郎
兵
衛
と
藤
助
家
は
季
節
の
贈
答
品
を
や
り
取
り
す
る
仲
で

あ
る
。
江
戸
醤
油
問
屋
と
の
個
別
の
関
係
も
注
目
さ
れ
る
。

（
37
）
上
田
家
文
書
（
冊
1
－
14
）
慶
応
元
年
四
月
「
為
取
替
書
之
事
」。

（
38
）
前
掲
註
（
12
）。

（
39
）
慶
応
四
年
二
月
、戊
辰
戦
争
勃
発
の
報
を
聞
い
た
霊
岸
島
鈴
木
家
は
「
尤
此
度
江
戸
表
さ
わ
ケ
敷

候
ニ
付
田
舎
へ
引
込
度
候
趣
ニ
て
来
」【
45
】と
し
て
家
財
一
式
を
持
ち
長
尾
村
に
身
を
寄
せ
る
。

非
難
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
か
ら
、
霊
岸
島
鈴
木
家
の
こ
と
を
「
日
記
」
中

で
「
霊
印
」
と
表
記
し
て
出
店
の
一
つ
と
し
て
扱
っ
て
い
る
【
49
】。
霊
岸
島
鈴
木
家
の
経
営
が

思
わ
し
く
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
後
、
身
代
を
藤
助
が
預
か
り
月
々
質
利
を
徴
収
す
る
こ
と
と

な
っ
た
【
50
】。
霊
岸
島
鈴
木
家
か
ら
藤
助
家
へ
の
返
済
は
滞
っ
て
い
た
よ
う
で
、
明
治
三
年
九

月
末
に
親
族
一
同
が
集
ま
っ
て
話
し
合
い
が
な
さ
れ
て
い
る
【
60
】。
明
治
五
年
に
霊
岸
島
鈴
木

家
二
代
目
が
死
去
し
た
後
も
、
同
家
の
運
営
に
つ
い
て
万
三
店
で
相
談
が
な
さ
れ
て
い
る
【
71
、

76
】。

（
40
）
太
政
官
布
告
三
八
九
号
。

（
41
）
両
は
新
貨
条
例
下
の
円
と
し
て
計
算
し
て
い
る
。

（
42
）
太
政
官
布
告
一
〇
号
。

（
43
）
前
掲
註
（
1
）。

（
44
）
上
田
家
文
書
冊
追
加
56
。

（
45
）
前
掲
註
（
4
）
一
九
九
三
年
、
三
一
六
頁
。

〔
付
記
〕

　

令
和
四
年
度
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
『
藤
助
さ
ん
と
幕
末
』

と
そ
の
記
念
講
演
会
「
武
州
橘
樹
郡
長
尾
村
有
力
農
民
の
日
記
か
ら
見
る
近
世
近
代

移
行
期
の
産
業
」
に
あ
た
っ
て
は
、
鈴
木
和
子
様
、
藤
助
日
記
研
究
会
、
藤
助
日
記

を
読
む
会
、
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
皆
様
の
お
力
を
多
分
に
頂
戴
し
た
。
末

筆
な
が
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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史料　「日記」記述　一覧
【番号】 年月日 本文 原本出典 翻刻出典

巻 頁

1 嘉永 6. 6.21 四ツ半頃向伯母参り小山田おこと里扶持之咄し御座候、尤三右衛門殿より催促八（矢）之やうニ当春咄
し御座候趣大谷へも右咄し被成候由ニ付 1 初巻 1 5

2 嘉永 6. 7.26 溝ノ口稲毛屋より手紙大ツ之義申来る返書遣ス、大豆両ニ六斗四升かへニ買始メ申候、尤上物下物見な
らし下値ニ買入仕候 1 初巻 1 12

3 嘉永 6. 7.29 大丸より手紙来る、昨日石原宿ニて正由造家諸色高値ニ付醤油値上ケ相談寄合御座候由、尤銀壱匁ニ
付壱割値上之由申来る 1 初巻 1 12

4 嘉永 6. 8.26
大豆六斗弐升ニ溝ノ口ニて買候由要蔵殿より承る/米四斗八九升かへ江戸相場之由同人より承る/新米五
斗七八升かヘ之由同人より承る/稲安ニて大豆当年は四百両分は是非買入いたし度候由被申候趣要蔵よ
り承る

2 弐巻 1 15

5 嘉永 6. 8.29 溝ノ口親方奉公人弐人連参り来る一人相頼置候 2 弐巻 1 17

6 嘉永 6. 9. 5

溝ノ口稲毛屋安左衛門・用賀喜兵衛寄合来る醤油値上ケ相談仕候、尤左之通節句より値上ケ可仕
候筈、尤世間へは両ニ壱分高申触候ツモリ/五ツ題両ニ壱分方、江戸分値上之分 弐分方、小売銀四
分値上ケ/六ツ題両ニ弐分方、（江戸分）弐分方、同（小売）銀三分値上ケ/七ツ題両ニ弐分方、（江戸
分）三分方、同（小売）三分値上ケ/八ツ題両ニ三分方、（江戸分）四分方、同（小売）三分値上ケ/九
ツ題両ニ四分方、（江戸分）五分方、同（小売）弐分値上ケ/十樽題両ニ五分方、同（小売）弐分値上ケ 

（中略）八王子盆前米四斗五升かへ之処此節両ニ五斗替相下ケ申候、廿八日市ニ上糸百八拾匁、町田市
当二日ニ上糸百九拾匁より弐百匁、厚木　米両ニ五斗三升かへ、右小山田より向店へ申来る

2 弐巻 1 18

7 嘉永 6. 9.14 大森近蔵へ醤油相場左之通申遣ス△中略一 印両ニ四樽五分替/一 印両ニ五樽五分替/一 印両ニ六
樽六分替/一 印両ニ八樽替/一内口両ニ四/十弐取替ニて一俵ニ付八文舟チン可受申分 2 弐巻 1 24

8 嘉永7.閏7.14 溝ノ口稲安七五、七六とし切申候由、是又馬士ニ承り候ニ付犬倉市之丞殿相頼大ツ（豆）弐太（駄）溝
ノ口へ相遣申候 5 五巻 1 53

9 嘉永 7. 9.23 用賀より醤油造問屋より直売不相成候趣申来り候ニ付、明廿四日赤坂川端屋ニて寄合御座候由申来る 5 五巻 1 57

10 安政 2. 4. 9

三軒茶屋田中造家寄合、内の分桶三拾三本、壱年七千拾樽、売高内直売五百五拾五樽、在売
六千四百五拾五樽、先達て問屋より調出候様申候ニ付、右之通調遣し候処、其後取合不申候趣ニ帰り
申候、何分直売不相成候趣断申候処、□より徳嶋へ取入、壱人ツヽ問屋へ掛合出候様ニ相成候得共、
壱人ツヽ出候ても入用之処多分ニ不相成候見込ニて一ト先惣代ニて、当廿二日ニ相掛合可申候ツモり致
置候、問屋名前当月掛り小網町広屋吉右衛門・同高崎屋長右衛門・霊岸嶋森田屋半兵衛

6 六巻 1 70

11 安政 2. 4.10
△印入候分ニ候、拾六軒組ニ御座候処、此度は問屋休株之者ハ取合不申、其上壱人ツヽ掛合ニ参り候様
申候ニ付、休株之者相除キ申候、是非直売可致者左之通、用賀六之助・安左衛門・治郎左衛門・三之助・
弥兵衛△治郎吉・又四郎△新兵衛・八兵衛・喜兵衛、△印弥兵衛・又四郎雑用割半分ツヽ致候

6 六巻 1 70

12 安政 2. 5. 9 藤助赤羽瓦屋寄合、問屋ニて口銭百両出し候様掛合御座候趣、藤助帰る夜四ツ時 6 六巻 1 72

13 安政 2. 5.19

藤助青山亀の尾仲間寄合ニ行、尤問屋方ニて年々金七拾五両也ツヽ口銭差出し可申候由ニ御座候、乍併
仲間外の者此方の仲間引入候ても宜敷候趣ニ御座候ニ付、一同其含ニて江戸荷出し致居候者ともヲ此方
へ引入候了簡ニ御座候、新規造家江戸出し致居候仁左ニ、五郎 久保村、油屋三右衛門・練馬村増田藤助・
連雀山岸屋万助・栢邑（ママ）村材木屋善兵衛・同村庄右衛門・石原宿中屋勘六・等々力村湊屋兵左衛
門・かせ村金子清七・平間村油屋重兵衛右之者加入為致候

7 七巻 1 73

14 安政 2. 6.13 藤助江戸寄合ニ行、問屋方口銭六拾五両ニ行届、其外之者礼ニ金子遣ス候様仕候 7 七巻 1 75

15 安政 2.10. 3 穀蔵しころこわれ申候、醤油蔵釜・たん入釜・むろ其外こわれ申候、近来まれの大地震也、江戸は此辺
より余程大く御座候様被存候 7 七巻 1 82

16 安政 2.10.17 夕方溝ノ口・用賀より醤油値下ケ之文通御座候、尤用賀より五ツ題壱分、六ツ七ツ八ツ題弐分、十〇三
分値下ケ 7 七巻 1 83

17 万延1.閏3.17 くら之親方呼寄、くら之者が又外よりかかきねこしニ出入致し候者御座候ニ付、相糺し可申候由申付候 12 五巻 1 147

18 万延 1. 9.24

藤助日ケ久保炭庄へ仲間寄合ニ行、問屋切替行届先規之通りニ取極メニ相成候趣、尤造増之義ハ口銭
差出し不申仲間之内へは差出入用ニ可致候ツモリ、此節増造り之分石原中屋勘六・溝ノ口 はかりニ御
座候、且又此方拾五軒組之外ニ新規造家江戸出し致し居候分御座候ニ付、此分問屋より掛合之上拾五
軒組之内出蔵致し候て江戸売為致候ツモリニ御座候、尤問屋ト造家之為取替廿六日ニ相成候筈、此節
仲間一同出勤可致候処、手前義は□を相頼印形預ケ置候て帰宅仕候

13 六巻 1 174

19 万延 2. 2.13 くら之親方祖師ケ谷藤右衛門方へ遣ス 14 七巻 1 192
20 文久 1. 5.20 くら丑蔵大丸へ手伝ニ行 15 八巻 2 9

21 文久 2. 1. 8 くら親方用賀仲間寄合義ニ付手紙遣ス、用賀返事ニは去暮五ツ題壱分七ツ題三分値下仕候様申来、又
寄合之処今少し延し候方可然様申越し候 17 拾巻 2 37

22 文久 3. 4.28 藤助宿へ行、川辺へ留五郎・兼吉両人舟之儀ニて掛合ニ行、明廿九日夕方迄ニ宿河原河岸へ引付申候筈 20 拾三巻 2 95
23 文久 3. 9. 1 大丸親方来、押立蔵百拾両ニて出来仕候 21 拾四巻 2 110

24 文久 3. 9. 5
喜十郎下名主様勘定ニ行、留五郎宿河原へ醤油倉建申候ニ付三郎兵衛方并村役人衆へ届ケニ行、大谷
彦七相頼申候、川部木引忠勘定ニ来、家根屋九人、上源・上久・上和〆三人、米吉・五左衛門家根手
伝賃銭六百文相払申候

21 拾四巻 2 110

25 文久 3. 9.19 留五郎押立村へ大工八同道行直ニ帰る 21 拾四巻 2 111

26 元治 1. 4.20 坂下要蔵来、尤醤油問屋より直売断りニ参り候趣ニ付、此方仲間へ加入相成可申候哉ニ御申被成候ニ付、
当年行事油六之由申候て此方へ御掛合被下候様申上候 22 拾六巻 2 117

27 元治 1. 8. 5 藤助宿へ行、宿ニて舟おろし仕候 22 拾六巻 2 124
28 元治 1.10. 2 留五郎宿へ行、くら岩吉宿へ遣ス、宿之くらあらまし出来仕候 22 拾六巻 2 127

29 元治 1.10.13 藤助・留五郎宿へ行、留五郎義ハ大谷へ廻り彦七相頼申候て、宿醤油地借、又家ヲ見せ之処持出し候義
談し始メ申候得共、三郎兵衛溝ノ口山代金受取ニ参り留主故取極ニ相成不申候 22 拾六巻 2 127

30 元治 1.10.16 藤助大谷へ廻り宿へ行泊、大谷ニて宿三郎兵衛と醤油倉為取替候証文へ印形相頼申候、其外内之事ハ
留主故不知 22 拾六巻 2 128

31 元治 1.11. 7 藤助・およし宿ニ泊居候、醤油売始メニ付大工両人八・佐、桶妙・樽宿（忠）・彦七・大丸源・六郎兵衛
手伝呉候 22 拾六巻 2 130

32 慶応1.閏5.25 海舟壱艘金八拾三両ニ買請申候 23 拾七巻 2 153
33 慶応 1. 6.13 浦賀宮与イカナゴ粕見本持参被成候 24 拾八巻 2 156

34 慶応 1. 8. 4 石屋巳之助来、浦賀舟チン金三両ト申遣ス、尤行荷物御座候節は其方定舟チンより少々安ク積申候様い
たし可申候事 24 拾八巻 2 162

35 慶応 1. 8. 7
溝ノ口稲毛屋使来、北組より醤油何分諸色高値ニ付値上ケ相談致し申度由ニ付、右之段申来り候ニ付、
則宜敷御座候趣申遣、当月廿二日寄合致し可申候由申遣ス、尤南組へは此方より廻状差出シ可申候筈ニ
御座候

24 拾八巻 2 162

36 慶応 1. 8.16 大丸親方足はれ候ニ付人遣し呉候様申越し候ニ付勝蔵遣ス 24 拾八巻 2 163
37 慶応 2. 2. 1 倉ノ親方へ祝義千疋遣ス、大丸へ祝義弐両遣ス心得ニ候、又宿岩吉へ金壱両弐分遣ス心得ニ御座候 25 拾九巻 2 179

38 慶応 2. 5.26 大森近蔵ヲしはらく之内向店へ頼度候由ニ付、右ヲ断りニ行候趣ニ御座候、近蔵身上向行立不申分散ノ
相成可申候哉 25 拾九巻 2 189

39 慶応 2.10. 9 留五郎溝ノ口へ寄合ニ行、尤造家仲間値上ケ一条也 26 弐拾巻 2 206
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40 慶応 2.11.19枠外 当十一月より十二月迄ムロノヤネ・ヲク庫ノヒサシ・樽コシラバヤネフキカヘ仕候、尤太板ニて釘フキニい
タシ申候 26 弐拾巻 2 213

41 慶応 2.11.27 横浜より宿ノ岩吉盗賊被捕召御呼出しニ相成候ニ付、則下勝次郎差添ニ相頼遣ス（中略）/武州橘樹郡
長尾村之内/字シボク/醤油造万屋出蔵/トウシ（杜氏）/岩吉 26 弐拾巻 2 213

42 慶応 3.10. 5 浦賀行醤油壱樽五分ツヽ、帰り金三両弐分之つモりニ御座候 28 弐拾弐巻 3 33
43 慶応 3.10. 8 大丸親方・勝蔵宿蔵仕事ニ行 28 弐拾弐巻 3 33
44 慶応 3.10.14 昼より蔵之親方外弐人〆三人宿蔵へ行醤油詰申候 28 弐拾弐巻 3 34
45 慶応 4. 2. 4 霊岸嶋藤三郎・おくに・定・下女来泊り、尤此度江戸表さわケ敷候ニ付田舎へ引込度候趣ニて来 28 弐拾弐巻 3 48

46 慶応 4. 4. 6
尤登り戸石藤も来、寅十二月中〆粕代大谷より金四百廿五両石藤分弐百五十両、九十九里石藤持参致喜
十郎へ相渡し申候趣被申候へ共、九十九里ニて喜十郎受取申候にハ六百廿五両受取申候、左候へハ金
五十両之違御座候

29 弐拾三巻 3 59

47 慶応 4. 4. 9 此節宿乙五郎儀商内気心しみ不申候、兎角ふらふらと遊び歩行内におち付居不申候由ニ御座候、且又
当三月四日ニ此方へ参りとまり候て五日朝早ク帰り候処、内は夕方帰宅仕候由 29 弐拾三巻 3 59

48 慶応4.閏4.11
府中辺より喜十郎帰る、四ケ市万忠来る、留五郎へ〆粕之一条相咄し申候処、喜十郎安ク売候様申候
ニ付、買替へしておきなへ申候由申候、尤手前了簡ニは甚タ其意ヲ不得義ニ御座候へ共其儘ニ致し置申
候

29 弐拾三巻 3 65

49 慶応 4. 9.17 向・古キ店庄兵衛来、尤霊印之八月中為替持テ来る 30 弐拾四巻 3 88
50 明治 1.11. 7 霊岸嶋金子之儀拙者存生之内は身代致し候事、且又質利月々可受取候事 30 弐拾四巻 3 95
51 明治 1.11.30 藤助改名宗蔵、留五郎改名藤助と仕候 30 弐拾四巻 3 98

52 明治 2. 1.19 丸屋へ〆粕手合仕候て金弐拾五両受取申候、尤内金弐百両受取可申候処廿五日迄相延し呉候様被申候
ニ付任其意申候 30 弐拾四巻 3 105

53 明治 2. 2. 7 大谷彦七来、尤彦七・庄三郎・庄兵衛・幸十郎・次郎左衛門立合、改藤助（留五郎）ト喜十郎トなかな
をり被成下、已来むつましく致し候様被成下候 30 弐拾四巻 3 107

54 明治 2. 3. 1 折節西行両三人参り居候故、尤右西行溝ノ口参り候を呼寄掛合候ニ付立腹致し 30 弐拾四巻 3 110
55 明治 3. 2.18 尤留五郎一条也、庄兵衛・庄三郎〆四人立会之上宗蔵大丸村醤油造引請隠居致し候つモりニ相成候 32 弐拾六巻 3 126

56 明治 3. 4.29
庄三郎・庄兵衛溝ノ口へ行候処宿之蔵一条ニ也、矢張三百五十両ニてのぞみ人御座候て相譲申候ハヽ、
直売ニ相成候節は三百五十両ニ利分相添受取之上、何程ニ相成候とも此方へ相渡様被申候よしニ御座
候

32 弐拾六巻 3 137

57 明治 3. 5. 8 親方来り此方商内(せうばい)ひまニ付此節久保沢中物屋相頼申度候由ニ付参り可申候哉之咄し御座候得
共、留五郎も未タ帰り不申候ニ付先今日は見合［　］候様□置候 32 弐拾六巻 3 138

58 明治 3. 5.11 庄三郎・庄兵衛東京得意先藤助(留五郎）と取引不相成候様断りニ相頼差出し申候、且又大谷彦七藤助
迎ひニ御出かしわやニて庄三郎・庄兵衛おち合候つモりニ御座候 32 弐拾六巻 3 138

59 明治 3. 8.14 三郎兵衛事借財多分ニ相成候ニ付、此度乙五郎へかとく相譲隠居致候由申出候ニ付藤助同道大谷へ行、
相談之上田地売払借財取片付之上引請候つモりニ相成候、尤借財高金四百両ニ御座候 33 弐拾七巻 3 158

60 明治 3. 9.26 霊印一条万端相談仕候、春迄ニ是非是非不残済方之事決定仕候 33 弐拾七巻 3 164
61 明治 3.10.13 くら親方溝ノ口へ行、尤宿蔵見ニ参り候由ニ御座候ニ付一式金四百壱両之書付遣ス 33 弐拾七巻 3 169
62 明治3.10.29（枠外）内之親方相州足柄下郡小竹村志沢源蔵 33 弐拾七巻 3 169

63 明治3.閏10.5 新右衛門古市場へ海舟売之掛合ニ行、夫より東京へ廻り申候（中略）小杉ニて小桶買度候由、七本ニて
三十両と申置候 33 弐拾七巻 3 170

64 明治3.閏10.7 尤品川より宿河原之蔵見ニ参り候由ニ御座候、淀橋樽屋右品川之代りニ来泊 33 弐拾七巻 3 158
65 明治3.閏10.17 くら勝吉神地へ醤油倉之一条ニて聞合ニ行 33 弐拾七巻 3 172
66 明治 3.11. 3 小杉村文二郎より宿醤油倉之事ニ付手紙来 33 弐拾七巻 3 174
67 明治 3.11.25 栄次大丸へ親方之苗字聞ニ遣ス/（枠外）大丸親方之事相州高座郡上溝村佐藤善太郎 33 弐拾七巻 3 176
68 明治 4. 3.12 醤油宜敷無御座候由風聞御座候、（中略）下ノ八十吉来、宿蔵之咄し御座候ニ付則在品申遣ス 34 弐拾八巻 3 192
69 明治 4. 3.29 神地浅屋宿之蔵買ニ来り、金弐百六十両ニ相談行届キ申候 34 弐拾八巻 3 194
70 （表紙） 醤油造家仲間名字印鑑ヲ請候/石数末ニ印置申候 35 三拾巻 4 1

71 明治 5. 7.30 向庄三郎・古キ店庄兵衛東京へ参り候由ニて来、則庄兵衛へは霊印勘定書ニ金子諸色代立替金共也、
金百五十両相渡ス 35 三拾巻 4 9

72 明治 5. 8.18 大丸親方来泊、尤此方之親方ヒマヲもらひ度候由ニ付来り、アト之かわり御座候ハ 可ヽ遣候由申候 35 三拾巻 4 11
73 明治 5. 8.27 溝ノ口 方より新樽買ニ参り候付三十七売渡ス 35 三拾巻 4 13
74 明治 5. 8.29 大丸親方帰る、内之親方之かわりニ練馬ノ卯之吉かしらニて来、金三両かス 35 三拾巻 4 13
75 明治 5.10.18 品川いづ屋清五郎来、醤油釜弐つ売、壱つ之儀向店ニて買請候様被［　］故申聞売捌申候 35 三拾巻 4 18

76 明治 5.11.26
霊印金談之事也、尤此方ニて申候通千両と致し拾ケ年賦此度金五拾両元入申候事ニ御座候処、右三人
へ別段ニ金子弐百五十両かり度候由申来り候得共出来不申、三人之上ニて他借致し金五拾両用達可申候
由ニ御座候ニ付、徳兵衛立かへり証文持参取極メ申候由ニて帰る

35 三拾巻 4 22

77 明治 6. 2.10 大丸親方・源親方来、卯之吉ヲ親方ニ直し申候 35 三拾巻 4 27

78 （巻末）

一免許鑑札五拾石 保谷金右衛門/此醪石八拾石/七分足り五拾六石/此樽数五百六拾樽//一同断 川辺清
左衛門//一免許鑑札八拾四石 鈴木清吉/此醪石百三拾四石四斗/足り九拾四石〇八升/此樽数九百四拾
樽//一免許鑑札千石 上田忠一郎/此醪石千六百石/足り千百弐拾石/此樽数壱万千弐百樽//一免許鑑札
五□石  鈴木要造/此醪石八百石/足り五百六十石/此樽数五千六百樽//一免許鑑札弐百石 鈴木藤助/此
醪石三百弐十石/足り弐百廿四石/此樽数弐千弐百四十樽也///（以降は明治2年時点の鑑札）免許鑑札
　溝ノ口/一生石八百五拾石 上田忠一郎/当申年（明治5年)千石之免許//同断 同/一同八拾石 鈴木清吉
/売高書上両家ニて壱万樽//同断 /一同五拾石 せキ保谷金右衛門/同弐百五十樽//同/一同五拾石 川辺 
川辺清左衛門/同弐百五十樽//同断/一同四百石/坂下 鈴木要造/当申年五百石之免許/同四千八百樽//
免許鑑札/一生石弐百石 鈴木藤助/売高書上弐千四百樽//同断/一同百五拾石/矢上足立清五郎//同断/
一同五拾石 井田安藤吉左衛門//同断/一同五拾石 南加瀬新城金右衛門//同断/一同 菅村安藤六右衛門

35 三拾巻 4 30

79 明治 6.10.18 身上向相談仕、犬倉蔵敷山売払、又大丸醤油倉売払、借財相片付候つモり相談仕候 36 三拾壱巻 4 64
80 明治 6.12.26 醤油税金九両ト四拾三銭壱分壱厘四毛、金三分株税相納申候 37 三拾弐巻 4 65
81 明治 7. 4.18 大丸源蔵・大谷彦七・向庄三郎・庄兵衛立会蔵一式代金之内四百両受取申候、源蔵は大谷直ニ帰る 37 三拾弐巻 4 76
82 明治 8. 4. 7 大丸親方茶うへ仕候 38 三拾四巻 4 86
83 明治 8. 4.12 大丸親方来、くら仕込始メ申候ニ付手伝申候 38 三拾四巻 4 86
84 明治11. 3. 3 平勝壱人醤油倉はたらキ 41 三拾七巻 4 197
85 明治11. 7.23 平勝壱人醤油倉、上清壱人、おとも来る 42 三拾八巻 4 212
86 明治11. 7.25 平勝壱人醤油倉はたらき 42 三拾八巻 4 212
87 明治11.10.12 小山田村若林より醤油残金拾三円ト八十六銭五厘参り申候、馬方也 50 四拾七巻 4 220

88 明治18. 6. 8 醤油造此七月一日より税納始り、造家一棟ニて何程、又制（製）造醤油一石ニ付何程つゝ之セイ（税）納
相始りニ付、検査之官員来り候て桶数改て行 42 三拾八巻 6 18

※【番号】は本文該当箇所末尾の数字と対応。
※「原本出典」は鈴木快輔家資料番号及び「鈴木藤助日記」巻号を示す。
※「翻刻出典」は、翻刻集（註10）の巻数、頁数を示す。
※「鈴木藤助日記」は新旧暦が併記されている場合もあるが、ここでは明治6年以降は新暦に統一し表記した。


